
ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 1 -

ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計

ITIL、ISO 20000、ISO 19770 に基づく全体像の構築

第 3 改訂版 (Third Revised Edition) — 2026 年 5 月

序文：第 3 改訂版について

本第 3 改訂版は、第 2 改訂版「ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計（第 2 改訂版）」に

対する詳細レビューに基づき、SLAM（ソフトウェアライセンス契約管理）を ITSM の横断的な管

理機能として再定義するための大幅な加筆・強化を行ったものである。本改訂の中心テーマは、

SLAM を ITIL 4 の全主要プラクティスと接続された統制体系として設計し直すことにあり、需要管

理・ポートフォリオ管理・事業関係管理との統合を含む、25 の ITSM プラクティスと SLAM の統

制ポイントを体系的に整理した。さらに、リリース・展開時の SLAM ゲート（§9.4.4）、需要管

理・ポートフォリオ管理との統合（§13.5）など、ITSM 全体像との整合性を大幅に強化した。

第 2 改訂版までの主な追加・強化事項

• 【新規追加】エグゼクティブサマリー（背景・リスク・期待効果の定量的整理）

• 【新規追加】RACI マトリックス表（9 プロセス×7 役割の詳細マトリックス）

• 【新規追加】§5.3 デュアルライセンスモデルと CLA

• 【新規追加】§5.4 OSS ライセンス互換性マトリックス

• 【新規追加】§6.3 AI 規制動向と証跡管理要件

• 【新規追加】§9.3 CMDB データ品質管理プロセス

• 【新規追加】§10.3 BIA 実施プロセスとリスクスコアリング手法

• 【新規追加】§10.4 ディザスタリカバリー環境のライセンス管理

• 【新規追加】§11.3 主要 ITAM ソリューションの選定ガイド

• 【新規追加】§13.4 TCO 分析とライセンス予算計画フレームワーク

• 【新規追加】§14.6 国際規制動向（欧州規制を中心に）

• 【新規追加】§C 人材・能力開発への投資（資格・外部専門家活用）

• 【新規追加】SLAM エコシステム統合図（§1.4）

• 【新規追加】用語集（Glossary）  — 44 用語

第 3 改訂版での主な追加・強化事項

• 【第 3 改訂版追加】§4.1.1　サービス要求管理と SLAM 標準ワークフロー統合
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• 【第 3 改訂版追加】§4.1.2　サービスカタログ管理と SLAM 承認済みソフトウェアカタロ

グ

• 【第 3 改訂版追加】§9.4　ITSM 主要プラクティスと SLAM 統制ポイントの対応（25 プラ

クティス）

• 【第 3 改訂版追加】§9.4.2　ITSM ツール実装マッピング（ServiceNow 例）

• 【第 3 改訂版追加】§9.4.3　成熟度向上領域における優先度 B プラクティスの SLAM 統制

ポイント

• 【第 3 改訂版追加】§9.4.4　リリース・展開時の SLAM ゲート

• 【第 3 改訂版追加】§9.5　SLAM 関連インシデント・問題・ナレッジ管理プロセス

• 【第 3 改訂版追加】§12.3　SLAM サービスレベル管理と KPI 定量目標

• 【第 3 改訂版追加】§13.5　需要管理・ポートフォリオ管理との統合

• 【第 3 改訂版追加】第 15 章　SLAM 内部監査・継続的改善プログラム



ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 3 -

目次

序文：第3改訂版について.........................................................................1
第 2 改訂版までの主な追加・強化事項...........................................................................................1

第 3 改訂版での主な追加・強化事項..............................................................................................1

エグゼクティブサマリー............................................................................7

背景と課題認識..............................................................................................7

本報告書の推奨事項（要約）..............................................................................7

期待効果......................................................................................................8

第1章　IT資産管理における国際標準の戦略的収束とビッグピクチャー....................9

1.1　ISO/IEC 19770 シリーズの全体構造............................................................9

1.2　IT 資産管理の成熟度ティアとビジネス価値の相関.............................................10

1.3　ISO 20000・ITIL 4 との統合フレームワーク................................................10

1.4　SLAM エコシステムの全体統合図（規格・フレームワーク相関表） 【改訂版追加】....10

第2章　ガバナンスを支えるポリシーと組織体制の設計.....................................12

2.1　IT 資産管理ポリシーの策定要件..................................................................12

2.2　役割と責任：RACI モデルによる組織設計 【改訂版更新】..................................12

2.3　組織変革マネジメント（OCM）の統合 【改訂版追加】......................................13

第3章　ベンダーマネジメントオフィス（VMO）の高度化と専門ケイパビリティ.......15

3.1　特定ベンダー専門マネージャーに求められるケイパビリティ................................15

3.2　戦略的ベンダーマネジメントと True-up プロセス...........................................15

第4章　ソフトウェア・ライフサイクル管理のプロセス統合................................17

4.1　計画、要求、および承認 (Plan, Request, Approve)....................................17

4.1.1　サービス要求管理と SLAM 標準ワークフロー統合 【第 3 改訂版追加】................................17

4.1.2　サービスカタログ管理と SLAM 承認済みソフトウェアカタログ 【第 3 改訂版追加】.............17

4.2　調達と取得 (Acquire)............................................................................17

4.3　展開と構成管理 (Deploy & Configure).....................................................17

4.3.1　コンテナ・クラウドネイティブ環境のライセンス管理 【改訂版追加】................................18

4.4　運用と最適化 (Operate & Optimize).......................................................18



ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 4 -

4.5　更新、引退、および廃棄 (Renew, Retire, Dispose).....................................18

第5章　オープンソースソフトウェア（OSS）ライセンス管理 【新規追加】............19

5.1　主要 OSS ライセンス種別とリスクプロファイル..............................................19

5.2　OSS ガバナンスの実装............................................................................19

5.3　デュアルライセンスモデルと CLA（コントリビューター・ライセンス契約） 【改訂版追

加】..........................................................................................................20

5.4　主要 OSS ライセンス互換性マトリックス 【改訂版追加】...................................20

第6章　AI・生成AIツールのライセンス管理 【新規追加】................................22

6.1　AI/生成 AI ツールの固有ライセンス特性........................................................22

6.2　AI 管理の実装フレームワーク....................................................................22

6.3　AI 規制動向と証跡管理要件 【改訂版追加】....................................................22

6.3.1　AI システム利用の証跡管理プロセス................................................................................23

第7章　SBOMとソフトウェアサプライチェーンセキュリティ 【新規追加】............24

7.1　SBOM と ITAM の統合...........................................................................24

7.2　サプライチェーンリスクの管理..................................................................24

第8章　プライバシー法制との整合性 【新規追加】..........................................25

8.1　従業員モニタリングに関する法的考慮点........................................................25

8.2　プライバシー・バイ・デザインの実装...........................................................25

第9章　ITSMプラクティスにおけるライセンス契約のCI化と相関分析..................26

9.1　ITAM と CMDB の統合モデルとデータ構造...................................................26

ライセンス契約 CI に保持すべき属性情報....................................................................................26

9.2　変更イネーブルメントにおけるライセンス影響分析のケイパビリティ.....................26

CAB におけるライセンスチェックリストの例..............................................................................26

9.3　CMDB データ品質管理プロセス 【改訂版追加】..............................................27

9.3.1　Discovery ツールとの自動連携設計................................................................................27

9.3.2　データ品質メトリクスと SLA..........................................................................................27

9.3.3　CMDB と ITAM のフィードバックループ..........................................................................28

9.4　ITSM 主要プラクティスと SLAM 統制ポイントの対応 【第 3 改訂版追加】..............29

9.4.1　ITSM プラクティス別 SLAM 統制ポイント対応表（優先度 A：20 項目）..............................29

9.4.2　ITSM ツール実装マッピング（ServiceNow 例）...............................................................30

9.4.3　成熟度向上領域における優先度 B プラクティスの SLAM 統制ポイント 【第 3 改訂版追加】...30

9.4.4　リリース・展開時の SLAM ゲート 【第 3 改訂版追加】......................................................31



ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 5 -

9.5　SLAM 関連インシデント・問題・ナレッジ管理プロセス 【第 3 改訂版追加】............32

9.5.1　SLAM 関連インシデント管理...........................................................................................32

9.5.2　SLAM 関連問題管理（根本原因分析）..............................................................................32

9.5.3　ナレッジ管理による SLAM判断品質の向上.......................................................................32

第10章　ビジネスインパクト分析（BIA）とソフトウェアレジリエンス.................33

10.1　ライセンスに起因するビジネス中断リスクの定義...........................................33

10.2　復旧時間目標（RTO）と復旧時点目標（RPO）への適用..................................33

10.3　BIA 実施プロセスとリスクスコアリング手法 【改訂版追加】.............................33

10.3.1　実施手順.....................................................................................................................33

10.3.2　ライセンスリスクスコアリング.....................................................................................34

10.4　ディザスタリカバリー（DR）環境のライセンス管理 【改訂版追加】....................34

第11章　自動化テクノロジーの役割：SMP、API、および ISO標準の活用.............35

11.1　SaaS 管理プラットフォーム（SMP）と ITSM の双方向連携.............................35

11.2　ISO/IEC 19770-2（SWID）および Part 3（Entitlement）の実装................35

11.3　主要 ITAM ソリューションの選定ガイド 【改訂版追加】..................................36

11.3.1　ツール選定の判断基準..................................................................................................36

第12章　パフォーマンス評価とKPI体系 【新規追加】.....................................38

12.1　主要 KPI の定義と目標設定.....................................................................38

12.2　KPIダッシュボードの設計......................................................................38

12.3　SLAM サービスレベル管理と KPI 定量目標 【第 3 改訂版追加】.........................38

第13章　FinOps統合とグループ企業管理 【新規追加】...................................40

13.1　FinOps フレームワークと SLAM の統合....................................................40

13.2　チャージバック・ショーバックモデルの設計.................................................40

13.3　グループ企業・多国籍組織でのライセンス管理..............................................40

13.4　TCO 分析とライセンス予算計画フレームワーク 【改訂版追加】..........................41

13.4.1　ソフトウェアライセンスの TCO 計算モデル....................................................................41

13.4.2　年次予算計画フレームワーク........................................................................................41

13.5　需要管理・ポートフォリオ管理との統合 【第 3 改訂版追加】.............................41

13.5.1　需要管理と SLAM の統合設計........................................................................................42

13.5.2　ソフトウェアポートフォリオ合理化への SLAM データ活用...............................................42

第14章　業種別規制コンプライアンス 【新規追加】........................................43



ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 6 -

14.6　国際規制動向（欧州規制を中心に） 【改訂版追加】........................................43

第15章　SLAM内部監査・継続的改善プログラム 【第3改訂版追加】..................45

15.1　SLAM 内部監査プログラムの設計.............................................................45

15.2　継続的改善バックログ管理......................................................................45

結論：統合的ライセンス管理の成功に向けた提言と実装ロードマップ......................46

A．戦略的提言.............................................................................................46

B．実装ロードマップ 【改訂版追加】..................................................................46

C．人材・能力開発への投資 【改訂版追加】..........................................................47

C.1　業界認定資格...................................................................................................................47

C.2　外部専門家・コンサルタントの活用指針.............................................................................48

用語集（Glossary）..............................................................................49

参考文献.............................................................................................52



ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 7 -

エグゼクティブサマリー

本セクションは、経営層および意思決定者が報告書全体の要点を把握するためのサマリーです。

背景と課題認識

デジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、組織が保有・利用するソフトウェアの種類と数

量は急増している。クラウド SaaS、AI/生成 AI ツール、オープンソース、コンテナ基盤ソフト

ウェアが組み合わさる現代の IT 環境では、ライセンス管理の「見えない負債」が急速に蓄積する。

主要リスク領域 組織へのインパクト

ベンダー監査リ①
スク

Oracle、Microsoft、SAP等からの抜き打ち監査により、数億〜数十億円規模

の追徴請求が発生するリスク。適切なコンプライアンス管理なしに監査通知を

受け、交渉の主導権を失う組織が後を絶たない。

コスト非効率②
（シェルフウェ

ア）

業界平均でライセンスの 15〜30%が未使用のままコストを発生させている。

多くの組織がリアルタイムの利用状況可視化手段を持たず、更新時に過剰購入

を繰り返す構造的問題がある。

③OSS ライセンス

違反

製品・システムの大半に OSS コンポーネントが含まれているにもかかわら

ず、管理が放置されているケースが多い。GPL違反が発覚した場合、製品の販

売差し止めや訴訟に発展するリスクがある。

④AI/SaaS シャ

ドー IT

生成 AI ツールや業務 SaaS を従業員が個人判断で導入するシャドー ITが急増

しており、データセキュリティリスクとライセンス管理の空白地帯が同時に拡

大している。

サプライチェー⑤
ンセキュリティ

SolarWinds型のサプライチェーン攻撃以降、使用するソフトウェアコンポー

ネントの可視化（SBOM）が安全保障上の義務に近づきつつある。政府調達で

は既に要件化が進んでいる。

本報告書の推奨事項（要約）

1. 基盤：「信頼に足るデータ」の確立  — ITAM システム・CMDB の連携によるリアルタイム

のライセンスポジション把握（ISO 19770-1 ティア 1）

2. 組織：VMO への専門ケイパビリティ配置  — Oracle/Microsoft/IBM/SAP の専門ベンダー

マネージャーによる交渉力の確保
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3. プロセス：変更管理へのライセンス・ゲート統合  技術変更がライセンスコストに与える—
影響を事前評価する CAB プロセスの設計

4. OSS/AI 統合ガバナンス  — OSS ライセンス（SCA ツール）・生成 AI ツール（AI ガバナン

ス委員会）を標準 SLAM フレームワークに統合

5. 自動化：API 主導のライフサイクル管理  — SMP・SWID/ISO 19770-3 による継続的な自

動照合とコンプライアンス監視

6. 段階的成熟：3 フェーズ実装ロードマップ  — 0〜6ヶ月（基盤整備）  → 6〜18ヶ月（自動

化）  → 18ヶ月〜（戦略最適化）

期待効果

効果領域 定量的目標 主な実現手段

ライセンスコスト

削減

20〜30%削減（業界平均

値）

シェルフウェア回収・ライトサイジング・

True-up最適化

監査リスク低減
重大コンプライアンス違反 

= 0 件

日次コンプライアンスポジション監視・自動照

合

セキュリティ強化
EOL ソフトウェア利用率 ≤ 
1%

SBOM 管理・CVE 連携・SCA ツール統合

OCM・生産性向上
ライセンス申請処理時間 

70%削減

ゼロタッチ自動化・RBAC によるセルフサービ

ス化
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第 1 章　IT 資産管理における国際標準の戦略的収束とビッグピク

チャー

現代の企業経営において、IT 資産、特にソフトウェアライセンスは、財務的な負債と戦略的な資産

の双方の側面を併せ持つ。クラウドシフトやサブスクリプションモデルへの移行が進む中、ライセ

ンス管理の不備は単なるコスト増に留まらず、法的リスク、セキュリティの脆弱性、そしてデジタ

ルトランスフォーメーションの停滞を招く。本報告書では、ソフトウェアライセンス契約管理

（Software License Agreement Management: SLAM）を、国際標準である ISO/IEC 19770、

IT サービスマネジメント（ITSM）の標準である ISO/IEC 20000、および ITIL 4 の枠組みを統合し

た「ビッグピクチャー」として再定義し、組織が持続可能なガバナンスを確立するための全体設計

図を提示する。

1.1　ISO/IEC 19770 シリーズの全体構造

ソフトウェア資産管理（SAM）を含む IT 資産管理（ITAM）の設計において、その核心となるのは

ISO/IEC 19770 シリーズである。この規格群は、以下の各パートから構成される。

規格パート 名称 主な内容と SLAM における役割

ISO/IEC 
19770-1

ITAM システム

要件

マネジメントシステムの要件規定。組織が取るべきプロセス・統制

の枠組み。HLS（上位構造）採用により ISO 9001・27001 と統合

可能。2017 年版が現行認証規格。

ISO/IEC 
19770-2 SWID タグ

ソフトウェア識別タグ（XML）の仕様。インベントリ自動収集の精

度を向上させ、脆弱性管理（CVE）との連携基盤を提供する。

ISO/IEC 
19770-3

使用許諾スキー

マ

ライセンス使用権情報のデジタル化仕様。複雑なライセンスロジッ

クのシステム自動照合（Reconciliation）を可能にする。

ISO/IEC 
19770-4

リソース使用状

況測定 [改訂版

追加]

IT リソース（仮想マシン、クラウドサービス等）の使用量測定の標

準化。FinOps フレームワークとの連携、クラウドコスト最適化の

計測基盤として機能する。

ISO/IEC 
19770-5 概念と語彙

シリーズ全体で使用される用語・概念の標準定義。組織内外のコ

ミュニケーション基盤。

ISO/IEC 19770-1 は、特に 2017 年の改訂（第 3 版）において、ISO 9001や ISO/IEC 27001 と

共通の「上位構造（High-Level Structure: HLS）」を採用したことで、組織全体のガバナンス体

系への ITAM の統合が可能となった。なお、ISO/IEC 19770-1:2017が現行の認証対象規格であ

り、2024 年以降に議論されている改訂動向（環境・持続可能性要素の強化等）は、正式改訂版と
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して公表された場合に別途適用を検討するものとする。
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1.2　IT 資産管理の成熟度ティアとビジネス価値の相関

ティア 定義と焦点 主な成果とビジネスインパクト

ティア 1
信頼に足るデータ 
(Trustworthy 
Data)

正確なインベントリ、所有権の明確化、ライセンスの基本コンプ

ライアンスの確立。ベンダー監査に対する防御力の形成。

ティア 2
実践的管理 
(Practical 
Management)

資産の取得から廃棄までの管理プロセスの標準化。効率性の向上

と運用の安定化。

ティア 3
運用統合 
(Operational 
Integration)

変更管理・インシデント管理・構成管理（CMDB）等の ITSM プロ

セスとの統合。ライセンス管理を日常的な IT運用サイクルに組み

込み、ライセンスゲートを変更承認フローに統合する。

ティア 4
完全な最適化 (Full 
Optimization)

戦略的整合、コスト削減（シェルフウェアの削減）、クラウドコ

スト管理（FinOps）との統合、ISO/IEC 19770-4 活用によるリ

ソース使用量最適化、ESG 報告への寄与。

1.3　ISO 20000・ITIL 4 との統合フレームワーク

ISO/IEC 19770 のプロセス体系は、ISO/IEC 20000-1（サービスマネジメントシステム）および

ITIL 4 と密接に連携する。ISO 20000がサービスの「提供」と「品質」を重視するのに対し、ISO 

19770 はそのサービスを支える「資産」のガバナンスを担う。ITIL 4 は、これらの標準を具体的な

「プラクティス」として運用するためのベストプラクティスを提供し、サービス値システム

（Service Value System: SVS）を通じて、IT 資産がどのようにビジネス価値に変換されるかを

説明する。

ITIL 4 においては、サービスを「組織と人」「情報と技術」「パートナーとサプライヤー」「価値

ストリームとプロセス」の 4 つの側面（Four Dimensions）で設計することが求められる。ライ

センス管理の観点では、単にプロセスを整備するだけでなく、この 4側面すべてにわたる統合的な

設計が不可欠である（詳細は第 14 章「実装ロードマップ」参照）。

1.4　SLAM エコシステムの全体統合図（規格・フレームワーク相関表） 【改訂版

追加】

本報告書で扱うすべての規格・フレームワークの役割と相互連携を下表に整理する。各要素がどの

章で詳述されるかを対応付け、文書全体の俯瞰的理解を促進する。

規格/フレームワーク 主な役割 本書での 主な連携先
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参照章

ISO/IEC 19770-1
ITAM システム要件・マ

ネジメントシステム規格

第 1・

2・12 章

ISO 9001/27001/20000 との統

合

ISO/IEC 19770-2

（SWID）
ソフトウェア識別タグ仕

様

第 4・11

章
脆弱性管理（CVE）・SBOM 連携

ISO/IEC 19770-3

（使用権）
ライセンス使用権デジタ

ル化

第 9・11

章

CMDB および ITAM システムとの

自動照合

ISO/IEC 19770-4

（測定）
リソース使用量測定標準

第 12・

13 章
FinOps・クラウドコスト管理

ISO/IEC 20000-1
サービスマネジメントシ

ステム

第 9・12

章
ITIL 4 との実装連携

ITIL 4 / SVS
IT サービス管理ベストプ

ラクティス

第 1・

4・9 章

変更イネーブルメント・CMDB・

サービス値チェーン

FinOps Framework
クラウドコスト最適化・

ガバナンス
第 13 章

ISO 19770-4・チャージバック管

理

OSS ポリシー/SCA
オープンソースライセン

スガバナンス
第 5 章 SBOM・CI/CDパイプライン

AI ガバナンス
AI/生成 AI ツールの管

理・規制対応
第 6 章

DLP・プライバシー法制・EU AI 
Act

SBOM / 
CycloneDX / SPDX ソフトウェア部品表管理 第 7 章

ISO 19770-2・脆弱性管理・OSS

コンプライアンス

GDPR / 個人情報保

護法（APPI）

利用データのプライバ

シー保護
第 8 章

SMP・自動ハーベスティング・

データ最小化
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第 2 章　ガバナンスを支えるポリシーと組織体制の設計

効果的なソフトウェアライセンス管理を構築するためには、トップマネジメントのコミットメント

に基づいた明確なポリシーと、専門性を備えた組織体制が不可欠である。ISO 19770-1 は、経営

陣が ITAM システムの確立、実施、維持に責任を持つことを明示的に求めている。

2.1　IT 資産管理ポリシーの策定要件

ポリシーは、組織がソフトウェアをどのように取得し、利用し、保護し、処分するかを規定する憲

法である。このポリシーには以下の要素を網羅的に含める必要がある。

7. コンプライアンスと法的遵守：すべてのソフトウェアが適切な使用許諾契約（EULA）に基

づいて使用されることを義務付け、著作権侵害や契約違反を防止する。

8. 標準化とシャドー IT の禁止：組織が認定したソフトウェアのカタログ（標準ソフトウェア

スタック）を定義し、未承認のソフトウェア（シャドー IT）の導入を制限する。

9. OSS ポリシーの整備：オープンソースソフトウェアの利用を承認・管理するための方針を

明確にし、ライセンス種別（GPL/LGPL/Apache等）ごとの利用条件を規定する（詳細は第

5 章参照）。

10.役割と責任の明確化：ITAM に関わる各ステークホルダー（IT、調達、法務、財務、エンド

ユーザー）の責任範囲を定義する。

11.プライバシーとモニタリング規則：利用状況の収集・分析に際し、従業員のプライバシーを

保護するためのデータ取扱い方針を定める（詳細は第 8 章参照）。

12.環境・持続可能性への配慮：ソフトウェアのライフサイクルに伴う環境負荷（データセン

ターのエネルギー消費等）の管理を含める。

2.2　役割と責任：RACI モデルによる組織設計 【改訂版更新】

IT 資産管理は部門横断的な活動であり、単一の部門で完結することはない。そのため、明確な役割

分担が必要である。主要なステークホルダーの役割概要を以下に示し、詳細な RACI マトリックス

を続けて掲載する。

• IT 資産マネージャー：ITAM プログラム全体の設計、実行、およびパフォーマンス評価に責

任を負う。経営層への報告と、各部門間の調整を行う。

• アセット・カストディアン（資産保管者）：現場レベルでの資産の正確性を維持し、データ

の更新を確実にする役割を担う。

• データ・スチュワード：インベントリデータやライセンス情報の品質を管理し、ISO 

19770-1が求める「信頼に足るデータ」の整合性を保証する。

• IT 監査人：ポリシーの遵守状況を定期的に検証し、非適合事項に対する是正措置を勧告す

る。
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• OSS コンプライアンス担当（新設推奨）：OSS ライセンスの法的適合性を評価し、SCA

（Software Composition Analysis）ツールの運用を管理する。

以下の RACI マトリックスは、主要な ITAM プロセスにおける各ステークホルダーの役割を明示す

る。R=実行責任者、A=説明責任者、C=協議対象、I=情報共有先。

ITAM プロセス
IT 資産
Mgr

カスト

ディアン

データス

チュワード

調達部

門

法務

部門

財務

部門

IT 監

査人

IT インベントリ管理・

棚卸し
A R C I — I C

ライセンス契約管理・

更新
A R C C C I I

調達・新規ライセンス

取得
C I I A/R C C I

変更ライセンス影響評

価（CAB）
A/R C C I I I C

コンプライアンス監

査・報告
A C C I C I R

データ品質管理

（CMDB同期）
A C R I I I C

OSS ガバナンス・

SCA 管理
A R C I C I I

廃棄・ライセンス回収 A R I I I C I

ベンダー監査対応・交

渉
A C I C C I R

凡例： A=説明責任（Accountable）　R=実行責任（Responsible）　C=協議対象（Consulted）　I=情報共有

（Informed）

2.3　組織変革マネジメント（OCM）の統合 【改訂版追加】

ITAM プログラムの失敗の多くは、技術的問題ではなく、現場部門の抵抗、認知不足、トレーニン

グ不足に起因する。ISO/IEC 20000-1 もパフォーマンス評価と人材育成を明示的な要件として規

定している。以下の OCM 要素を組織体制設計に統合することが不可欠である。
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• エグゼクティブスポンサーシップの確立：経営層から明確な ITAM 推進のコミットメントを

得て、部門横断的な協力体制の土台とする。

• 段階的な意識向上プログラム：ITAM ポリシーの内容と遵守義務を全従業員に周知する e

ラーニング・ワークショップを実施する。特に、シャドー IT のリスクとライセンスコンプ

ライアンスの重要性を実例で伝える。

• 役割別専門トレーニング：IT 資産マネージャー、調達担当、開発者向けに、それぞれの職

務に関連するライセンス知識（OSS ライセンス、クラウドライセンス等）の専門訓練を実

施する。

• 変革の成果可視化：KPI（第 12 章参照）を通じて ITAM の改善成果（コスト削減額、コン

プライアンス率向上等）を可視化し、プログラムの正当性と継続的な投資根拠を組織内に示

す。
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第 3 章　ベンダーマネジメントオフィス（VMO）の高度化と専門

ケイパビリティ

大規模な組織において、特定のソフトウェアベンダー（Oracle、Microsoft、IBM、SAP等）との

契約は、年間数億から数十億円規模に達することがある。これらのベンダーの複雑なライセンス体

系を管理し、交渉を有利に進めるためには、VMO（ベンダーマネジメントオフィス）の中に、特

定のベンダーに特化した専門知識を持つ「ベンダーマネージャー」を配置することが不可欠である。

3.1　特定ベンダー専門マネージャーに求められるケイパビリティ

ベンダー 専門的ケイパビリティの要件

Oracle

プロセッサライセンスと NUP（Named User Plus）の差異、VMware 環境における

ソフトパーティショニングの解釈と交渉、Database Options の使用状況監査能力。

クラウド移行時の BYOL ポリシーの正確な解釈。

Microsoft

M365/Office 365 のサブスクリプション最適化、Azureハイブリッド特典（AHB）の

活用、Enterprise Agreement（EA）の更新に向けた利用プロファイルの分析。

Microsoft 365 Copilot等AI 機能のライセンス管理。

IBM

PVU（Processor Value Unit）およびVPC（Virtual Processor Core）の計算、

ILMT（IBM License Metric Tool）の運用とレポートの正確性保証、サブキャパシ

ティ・ライセンス適用のための要件管理。

SAP 【改

訂版追加】

間接アクセス課金（Digital Access Pricing）とサードパーティシステムからの SAP

データ参照時のライセンス義務の解釈。S/4HANA への移行時に発生するライセンスモ

デル変更（ERPからクラウド版への移行）の財務影響分析。ユーザー種別

（Developer/Professional/Limited/Self-Service）の定義と実際の利用実態の照合管

理。

3.2　戦略的ベンダーマネジメントと True-up プロセス

VMO のベンダーマネージャーは、単なる契約窓口ではなく、技術と財務の両面からベンダーとの

関係を最適化する戦略的機能を担う。

• 製品ロードマップの先読み：ベンダーの将来の製品ロードマップを把握し、自社の IT 戦略

（クラウド移行等）がライセンスコストに与える影響を事前に予測して、戦略的な調達計画

を策定する。
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• 年次 True-up の最適化：Microsoft EAやOracle ULA など、年次または契約期間末に実

施される True-up（実際の使用量と契約数量の照合・精算）プロセスを、過剰支払いなく

適正に管理する。True-up の数か月前から利用実態の棚卸しを実施し、交渉準備を行う。

• 監査防御の準備：ベンダー監査通知受領後の対応手順（監査通知への法的対応、デリバリー

範囲の確認、内部調査の実施、弁護士・専門家との連携）を SOP（標準操作手順）として

整備する。

• 複数年契約・コンソーシアム調達の活用：単年契約より複数年一括契約でのボリュームディ

スカウント、業界コンソーシアムや購買組合を通じた集合購買の優位性を評価し、調達コス

トを最小化する。
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第 4 章　ソフトウェア・ライフサイクル管理のプロセス統合

ソフトウェア資産の管理は、単一の時点での在庫把握ではなく、要求から廃棄に至るライフサイク

ル全体を通じた「プロセスの連鎖」として設計されるべきである。ITIL 4 の「サービス値チェーン

（Service Value Chain）」の考え方を適用し、各段階での ITAM の役割を定義する。

4.1　計画、要求、および承認 (Plan, Request, Approve)

ビジネス要件に基づき、必要なソフトウェアの仕様を策定する。この段階で、組織内の既存のライ

センスプールに再利用可能な「余剰ライセンス」がないかを確認するプロセスを組み込む。これに

より、不要な新規購入を回避し、コストを抑制できる。また、要求されたソフトウェアがセキュリ

ティ基準や技術標準（OSS ポリシー、AI ツールポリシーを含む）を満たしているかを VMOが評価

する。

4.1.1　サービス要求管理と SLAM 標準ワークフロー統合 【第 3 改訂版追加】

SLAM を ITSM に統合するにあたり、ソフトウェア利用申請を「サービス要求（Service 

Request）」として標準化することが最初の実装ステップとなる。ソフトウェア利用申請、SaaS

追加申請、AI ツール利用申請はそれぞれ ITSM のサービス要求チケットとして発行・管理する。要

求チケットには利用目的・対象ユーザー・対象デバイス・契約根拠（既存プールからの割当か新規

購入か）・費用負担部門・コストセンター・承認者を記録する。申請からライセンス割当・インス

トール・利用開始・返却・廃棄までを一貫した標準ワークフローとして定義し、ITSM ツール上で

自動化する。利用終了時の自動返却処理（ライセンスプールへの戻し）もワークフローに含め、

ELP の精度維持を担保する。

4.1.2　サービスカタログ管理と SLAM 承認済みソフトウェアカタログ 【第 3 改訂版追加】

承認済みソフトウェア、SaaS、AI ツール、OSS コンポーネントを ITSM のサービスカタログに登

録・公開することが、シャドー IT防止の最も効果的な予防策となる。SLAM カタログには各エント

リに対し、利用条件（部門・用途別制限）、承認要否と承認フロー、費用負担の仕組み（チャージ

バック or ショーバック）、利用可能な部門・ユーザー区分、契約上の制限事項（セキュリティ要

件・データ処理条件等）を明示する。カタログに掲載されていないソフトウェアの導入は原則禁止

とし、例外申請プロセスを別途定義する。これにより利用者は許可された選択肢の中から申請でき、

未承認ソフトウェア導入を構造的に抑制できる。カタログは少なくとも四半期ごとにレビューし、

不要エントリの削除・新規承認ソフトの追加を継続的改善サイクルに組み込む。

4.2　調達と取得 (Acquire)

ライセンス契約を締結し、ソフトウェアを取得する。パーペチュアル（永続）ライセンス、サブス

クリプション、クラウドベースなど、最適なモデルを選択する。取得したライセンスの「使用権

（Entitlement）」情報は、即座に ITAM システムまたは契約管理システム（CLM）に登録され、

購入証明書、請求書、契約書と紐付けられる。
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4.3　展開と構成管理 (Deploy & Configure)

ソフトウェアをターゲット環境にインストールする。このプロセスは、変更イネーブルメントプラ

クティスと連動し、インストールされた事実が構成管理データベース（CMDB）に記録される。

ISO/IEC 19770-2 で定義される SWID タグを活用することで、自動発見ツールが正確なバージョ

ン、エディションを識別できるよう設計する。

4.3.1　コンテナ・クラウドネイティブ環境のライセンス管理 【改訂版追加】

従来のオンプレミスや仮想化環境に加え、コンテナ・クラウドネイティブ環境では以下の固有の課

題が生じる。

• Docker Desktop の商用利用制限：2022 年以降、Docker Desktop は大企業（従業員

250名以上または年収 1,000万USD以上）での商用利用に有料サブスクリプションが必要

となった。組織内の利用実態を棚卸し、適切なライセンスを取得する必要がある。

• Red Hat OpenShift のサブスクリプション管理：コアまたはノードベースのサブスクリ

プション数を、実際の Kubernetesノード構成と継続的に照合する。OpenShift のサブス

クリプション監視ツール（RHSM）を CMDB と連携させる。

• Kubernetes でのライセンスカウント方法：コンテナオーケストレーション環境では、ソ

フトウェアが動作するノード数・コア数が動的に変化する。ノードのオートスケーリングが

ライセンスメトリクス（コア/CPU ベース）に与える影響を評価し、過剰請求リスクを管理

する。

• CI/CDパイプラインとの整合性：ビルドパイプライン（GitHub Actions、Jenkins等）で

利用されるツールやライブラリのライセンスを DevSecOps プロセスの一環として自動

チェックする。SCA ツール（WhiteSource/Mend、Black Duck等）を CI/CD に組み込む。

4.4　運用と最適化 (Operate & Optimize)

ソフトウェアの利用状況を継続的に監視する。SaaS Management Platform（SMP）などを活用

し、過去 30日間ログインがないユーザーや、必要以上に高いエディションを割り当てられている

ユーザーを特定する。余剰ライセンスを回収（ハーベスティング）し、新しい要求に回すサイクル

を確立する。

4.5　更新、引退、および廃棄 (Renew, Retire, Dispose)

サブスクリプションの更新時には、過去の利用データに基づき、適切な数量へ「ライトサイジング

（適正化）」を行う。また、ソフトウェアが不要になった場合やハードウェアが廃棄される際には、

ライセンスを確実にアンインストールし、契約を終了または再配置する。データの完全消去

（Data Destruction）の証明を取得することも、コンプライアンス上の重要なステップである。

ハードウェア廃棄と連動したライセンス解放プロセスを HAM（ハードウェア資産管理）システム

と統合することが推奨される。
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第 5 章　オープンソースソフトウェア（OSS）ライセンス管理 

【新規追加】

現代のソフトウェアシステムの 70〜90%がOSS コンポーネントを含むと言われており、OSS ラ

イセンス管理は商用ライセンス管理と並んで組織のコンプライアンスに不可欠な領域である。しか

し、多くの組織で OSS の管理が体系化されておらず、法的リスクが放置されているのが実情であ

る。

5.1　主要 OSS ライセンス種別とリスクプロファイル

ライセンス種

別
代表例 主な条件と法的義務 商用利用リスク

強いコピーレ

フト
GPL v2/v3

派生物（改変・組み込みを含む）

にも同一ライセンスを適用して

ソース公開義務あり。

高：製品への組み込みで自

社コードの開示義務が生じ

るリスク

弱いコピーレ

フト

LGPL 

v2.1/v3、
Mozilla

ライブラリとしてリンクする場合

は自社コードの開示義務なし。た

だし改変部分は公開が必要。

中：適切な利用方法

（dynamic linking の維持

等）の管理が必要

Permissive ラ

イセンス A
Apache 2.0

著作権表示・免責事項の保持。特

許条項あり（特許権の明示的許諾

と報復条項）。

低：ほぼ自由に利用可能。

ただし著作権表示の省略は

違反。

Permissive ラ

イセンス B
MIT、BSD

著作権表示と免責事項の保持のみ

要求。最も制約が少ない。

最低：商用製品への組み込

みに最も適している。

5.2　OSS ガバナンスの実装

• OSS ポリシーの策定：組織として許容する OSS ライセンス種別の「ホワイトリスト」「グ

レーリスト」「ブラックリスト」を定義し、開発チームが明確な判断基準を持てるようにす

る。

• SCA ツールの導入：WhiteSource/Mend、Black Duck、FOSSA、OSS Review といった

ソフトウェア構成分析（SCA）ツールを CI/CDパイプラインに組み込み、依存する OSS コ

ンポーネントのライセンスを自動検出・評価する。

• SBOM との連携：SCA ツールの出力を SBOM（第 7 章参照）に統合し、サプライチェーン

セキュリティ管理とライセンスコンプライアンス管理を一体化する。
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• ライセンス互換性管理：複数の OSS コンポーネントを組み合わせる際のライセンス互換性

（例：GPL v2 と Apache 2.0 の非互換）を評価するプロセスを整備する。

• 定期監査：年次以上の頻度で、製品・システムに含まれる OSS コンポーネントのライセン

ス状況を全面的に棚卸しし、新たな脆弱性やライセンス変更（例：ベンダーの OSS ライセ

ンス変更）に対応する。

5.3　デュアルライセンスモデルと CLA（コントリビューター・ライセンス契約） 

【改訂版追加】

デュアルライセンスモデルとは、同一のソフトウェアを OSS ライセンスと商用ライセンスの両方

で提供するビジネスモデルである。このモデルでは、商用利用を意図する組織は OSS ライセンス

の制約（ソース公開義務等）を回避するために有償の商用ライセンスを取得することが求められる。

製品 OSS ライセンス
商用ライセンスへの移行

条件
管理上の留意点

MySQL GPL v2

製品への組み込みや非

OSS システムとの統合で

商用 Oracle MySQL ライ

センスが必要

GPL v2 での利用か、商用版かを

明確に区分管理。スタックに組

み込む場合は法務確認必須。

MongoDB
SSPL（Server 
Side Public 

License）

SSPL は SaaS として提供

する場合に完全なソース

公開を要求。事実上の商

用ライセンス強制。

クラウドサービスで MongoDB

を利用する場合は必ずライセン

ス条件を確認し、MongoDB 

Atlas の商用契約を検討。

HashiCorp製

品 (Terraform

等)

BSL（Business 
Source 

License）

4 年後に MPL 2.0 へ転

換。競合製品への利用は

禁止。

BSL は OSIが定める OSS ではな

い。競合企業への技術提供を伴

う利用の可否を法務と確認。

CLA（Contributor License Agreement）は、外部コントリビューターが自社のコードやド

キュメントを OSS プロジェクトに貢献する際に、知的財産権の帰属を明確にする法的合意書であ

る。組織が自社開発ソフトウェアを OSS 化する場合は、外部からの貢献を受け入れる前に CLA の

整備が必要である。

• 個人 CLA：個人の貢献者が自身の著作権を保持しながら、プロジェクトオーナーへのライ

センス付与に同意。

• 企業 CLA：従業員が業務の一環として行う貢献について、雇用主がライセンス権を付与す

ることに同意。CLAAssistant などのツールで電子署名を管理。
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5.4　主要 OSS ライセンス互換性マトリックス 【改訂版追加】

複数の OSS コンポーネントを組み合わせる場合、ライセンスの互換性を事前確認することが必須

である。以下の早見表を参考に、法務部門と連携した判断を行う。

GPL v2 GPL v3 LGPL v2.1 LGPL v3 Apache 
2.0

MIT / BSD

GPL v2 ○ × ○ × ○ ○

GPL v3 × ○ ○ ○ ○ ○

LGPL v2.1 ○ ○ ○ △ ○ ○

LGPL v3 × ○ △ ○ ○ ○

Apache 
2.0

× ○ ○ ○ ○ ○

MIT / BSD ○ ○ ○ ○ ○ ○

凡例：  互換（組み合わせ可）○ 　× 非互換（組み合わせ不可）　  条件付き互換（法務確認要）△ 　  本表は一般的なガ※
イダンスであり、法的判断には専門家への相談を推奨する。
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第 6 章　AI・生成 AI ツールのライセンス管理 【新規追加】

生成 AI ツール（GitHub Copilot、Microsoft 365 Copilot、Claude Enterprise、Google 

Gemini for Workspace等）は急速に組織内に普及しており、従来のソフトウェアライセンスとは

質的に異なる管理上の問題を含んでいる。この領域は既存の SLAM フレームワークで対応できない

部分が多く、専門的なアプローチが必要である。

6.1　AI/生成 AI ツールの固有ライセンス特性

特性 管理上の考慮点

課金モ

デルの

多様性

ユーザーシート課金（月額固定）、API トークン消費量課金、ハイブリッド型（基本席料

＋従量）が混在する。各ツールの課金モデルを正確に把握し、実際の API使用量と予算を

継続的に照合する。

知的財

産帰属

条件

AIが生成したコード・文書の著作権がユーザーに帰属するか否かは、ベンダーの利用規

約によって異なる。また、入力データのモデル学習への利用可否も契約ごとに異なる

（Enterprise 契約では通常、学習利用を禁止）。

データ

処理条

件

企業機密・個人情報を含むデータを AI に入力する際の処理条件（クラウド上での保存期

間、データ残留地域、サードパーティ共有の有無）を契約で確認し、情報セキュリティポ

リシーとの整合性を検証する。

利用ポ

リシー

の管理

AI ツールの使用が許容される業務範囲（顧客データの入力禁止等）を定めた社内ポリ

シーを策定し、技術的制御（DLP：データ損失防止）との組み合わせで遵守を担保する。

6.2　AI 管理の実装フレームワーク

• AI ツール台帳の整備：組織内で利用されているすべての AI/生成 AI ツールを一元管理する

台帳を作成し、既存の ITAM システムに統合する。従業員が個人契約で利用しているシャ

ドー AI（未承認の AI ツール）の実態調査も定期的に実施する。

• ガバナンス委員会の設置：AI倫理・法務・情報セキュリティ・IT・調達の各部門が参加す

る AI ガバナンス委員会を設置し、新しい AI ツールの導入評価基準と承認プロセスを定める。

• コスト管理と FinOps 連携：API 課金モデルの AI サービスは、使用量の急増によるコスト

爆発リスクがある。予算アラート、使用量上限設定、部門別チャージバックの仕組みを

FinOps フレームワーク（第 13 章参照）に組み込む。

6.3　AI 規制動向と証跡管理要件 【改訂版追加】

AI/生成 AI ツールの普及に伴い、各国・地域で AI利用に関する規制とガイドラインが相次いで整備
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されつつある。SLAM の AI 管理フレームワークは、これらの規制要件と整合した設計が求められ

る。

規制/ガイド

ライン
発効状況 対象 SLAM 上の主な対応義務

EU AI Act

（欧州 AI

法）

2024〜

26 年 段

階的施行

EU で AI シ

ステムを利

用・提供す

る全組織

高リスク AI は技術文書・使用記録・人間監視の義務。リ

スク分類（禁止/高/限定/最小）に基づき組織内 AI ツール

を分類管理する台帳を整備。

NIST AI RMF

（AI リスク管

理フレーム

ワーク）

2023 年

公開（任

意適用）

米国連邦機

関・調達先

企業

GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE の 4 機能に沿った

AI リスク管理体制の構築。政府調達への参加企業に事実

上の要件化が進む。

経産省・内閣

府AI利用ガ

イドライン

2024 年

版

日本企業

（任意適用

推奨）

AI利用方針の策定・従業員への教育・利用記録の保持を

推奨。生成 AI の出力検証プロセスの整備。

GDPR 第 22

条（自動意思

決定）

適用中

（EU 関

連業務）

個人データ

を用いる
AI

自動化された意思決定に対する異議申し立て権の保障。

AI による個人への重大な影響を伴う決定に人間の判断を

介在させるプロセスの設計。

6.3.1　AI システム利用の証跡管理プロセス

規制対応および内部統制の観点から、組織内で利用する AI システムの使用記録を適切に管理する

必要がある。

• AI ツール利用ログの収集：どのユーザーが、どの AI システムを、いつ、何のために使用し

たかの利用記録を収集する。API ゲートウェイのログ、SSO のアクセスログ、アプリケー

ション側の audit log を活用する。

• 高リスク AI利用の識別と強化管理：EU AI Act の高リスク分類に該当する AI システム（採

用選考・信用評価・医療診断支援等）については、利用記録に加え人間の確認プロセスの証

跡も保管する。

• 保管期間の設定：AI システムの利用ログはコンプライアンス要件（EU AI Act では原則とし

て高リスク AI の記録を最低 10 年保管）に基づき保管期間を設定し、ITAM システムの記録

保管ポリシーに統合する。

• 定期的な AI リスク評価：組織内で利用する AI ツールのリスク分類を年次で見直し、規制環

境の変化（新規 AI 規制の発効等）に応じて管理水準を調整する。
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第 7 章　SBOM とソフトウェアサプライチェーンセキュリティ 

【新規追加】

2020 年の SolarWinds 事案を契機に、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティが企業の重

要課題となった。これを受け、米国では大統領令 14028（2021 年）において SBOM（Software 

Bill of Materials：ソフトウェア部品表）の整備が政府調達ソフトウェアに義務付けられ、この潮

流は民間企業にも急速に波及している。

7.1　SBOM と ITAM の統合

SBOM は「ソフトウェアを構成するすべてのコンポーネント（ライブラリ、フレームワーク、

OSS、サードパーティ製品）のリスト」であり、ITAM システムが管理するソフトウェアインベン

トリの詳細版と位置付けることができる。

• SBOM 標準形式の採用：CycloneDX または SPDX（Software Package Data 

Exchange）形式で SBOM を生成し、社内外での互換性を確保する。

• SBOM と CMDB の連携：SBOM データを CMDB のソフトウェア CI に紐付け、どのコン

ポーネントがどのシステム・サービスで使用されているかを可視化する。これにより、脆弱

性（CVE）が公表された際の影響範囲を即座に特定できる。

• SBOM と OSS ライセンス管理の統合：SBOM に各コンポーネントの OSS ライセンス情報

を含め、第 5 章で述べたライセンスコンプライアンス確認を自動化する。

7.2　サプライチェーンリスクの管理

• サードパーティコンポーネントのリスク評価：使用する OSS およびサードパーティライブ

ラリについて、CVSS（共通脆弱性評価システム）スコアに基づくリスク評価を定期実施し、

EOL（End of Life）コンポーネントの検出と交換計画を立案する。

• ベンダーへの SBOM 要求：主要なソフトウェアベンダーとの新規契約・更新交渉において、

SBOM の提供をコントラクト条件として要求する。

• 脆弱性対応フローと ITAM の統合：新たな CVEが公表された際に、ITAM システムと

SBOM情報から影響を受けるシステム・ライセンスを自動的に特定し、パッチ適用または

代替ソフトウェアへの移行計画をインシデント管理プロセスに連携する。
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第 8 章　プライバシー法制との整合性 【新規追加】

第 4 章・第 11 章で述べた利用状況の自動監視・ハーベスティングのプロセスは、従業員のソフト

ウェア利用データを収集・分析するものである。この活動は、個人情報保護法（APPI）、EU の

GDPR（一般データ保護規則）、その他のプライバシー法制との潜在的な緊張関係にある。SLAM

の設計においては、コンプライアンス達成と従業員プライバシーの尊重を両立させるアーキテク

チャが求められる。

8.1　従業員モニタリングに関する法的考慮点

• 収集データの最小化（データ最小化原則）：ライセンス管理に必要なデータ（ログイン頻度、

機能別使用頻度）のみを収集し、個人の詳細な業務内容や通信内容の収集を回避する。

• 目的の明示と同意：日本の個人情報保護法では、従業員に対しても個人情報の利用目的の明

示が求められる。利用規程・就業規則に「ライセンス最適化を目的とした IT システム利用

状況の収集」を明記し、入社時説明・同意取得プロセスに組み込む。

• GDPR 対応（欧州拠点を持つ組織）：GDPR の「正当な利益」（Legitimate Interest）根

拠に基づくモニタリングの実施には、正当性評価（LIA：Legitimate Interest 

Assessment）の実施が推奨される。また、モニタリング活動は DPIA（データ保護影響評

価）の対象となる場合がある。

• データ保持期間の設定：収集した利用状況データの保持期間を明確に定め（例：収集から

12ヶ月後に削除）、不要なデータの蓄積を防止する。

8.2　プライバシー・バイ・デザインの実装

SLAM システムのアーキテクチャ設計段階から、プライバシー保護要件を組み込む「プライバ

シー・バイ・デザイン」の原則を適用する。具体的には、収集データの仮名化・集計処理（個人を

特定せず部門・役割単位での集計）、アクセス権限の最小化（ITAM 管理者のみが個人レベルデー

タにアクセス可能）、監査ログによる不正アクセスの検知を実装する。
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第 9 章　ITSM プラクティスにおけるライセンス契約の CI 化と相

関分析

ソフトウェアライセンス管理の統合設計において最も重要な概念の一つが、ライセンス契約を「構

成アイテム（CI）」として構成管理データベース（CMDB）に組み込み、他の IT コンポーネント

（サーバー、アプリケーション、サービス）との依存関係を可視化することである。

9.1　ITAM と CMDB の統合モデルとデータ構造

ITAM は「資産（Asset）」としての価値や権利を追い、CMDB は「構成（Configuration）」と

しての動作や関係性を追う。この両者を同期させることで、情報の欠落（ブラインドスポット）を

排除する。

ライセンス契約 CI に保持すべき属性情報

CI属性グ

ループ
具体的なデータ項目 統合の目的

契約基本

情報
契約番号、ベンダー名、契約開始・終了日、通知期間

更新の失念防止、ベンダーコン

タクトの迅速化

使用許諾

条件

ライセンスモデル（Core/User/Instance等）、二次

使用権、ダウングレード権、移動権（Mobility）

変更時のライセンス影響分析、

DR サイトでの有効性確認

財務・所

有者情報

購入価格、メンテナンス費用、コストセンター、ビジ

ネスオーナー

コスト配賦（チャージバッ

ク）、IT 投資対効果の測定

依存関係

リンク

関連するサーバー CI、インストールされているソフ

トウェア CI、サポートするサービス CI

サービス停止時の影響範囲特

定、構成変更時のコンプライア

ンス検証

9.2　変更イネーブルメントにおけるライセンス影響分析のケイパビリティ

ITIL 4 の「変更イネーブルメント」において、物理サーバーの CPU増設や、仮想マシンのライブ

マイグレーション（vMotion等）は、技術的には日常的な操作であるが、ライセンスの観点では

「契約違反」や「追加コストの発生」を招くリスクの高い変更である。そのため、変更諮問委員会

（CAB）には「ライセンス影響分析」のプロセスを組み込む必要がある。

CAB におけるライセンスチェックリストの例

13.キャパシティ変更の評価：変更対象のサーバーに、CPU コア数やメモリ容量に依存するラ

イセンスが適用されているか？
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14.実行場所の評価：ソフトウェアがオンプレミスからパブリッククラウド（AWS、Azure

等）へ移動する場合、BYOL（Bring Your Own License）の使用権が含まれているか？

15.多重稼働の評価：アップグレードやパッチ適用の際、一時的に新旧両方の環境で稼働させる

必要があるが、契約上「パラレルラン」の期間制限（例：30日間）を超えないか？

16.サードパーティの影響：プラットフォーム（OSやミドルウェア）の変更が、その上で動く

他社製ソフトウェアのサポート条件やライセンスコストに影響しないか？

このような高度な分析を可能にするためには、CMDB 上のサービスマップ（依存関係図）と、

ITAM システム上の契約条件がデジタルに紐付いている必要がある。ISO/IEC 19770-3 の「ソフト

ウェア使用許諾スキーマ」を実装することで、これらのチェックを自動化し、変更承認フローに

「ライセンスリスク警告」を組み込むことが可能になる。

9.3　CMDB データ品質管理プロセス 【改訂版追加】

CMDBが「信頼に足るデータ（ISO 19770-1 ティア 1）」として機能するためには、データを収

集するだけでなく、継続的な品質維持プロセスが不可欠である。CMDB のデータ品質低下は、ライ

センスコンプライアンス評価の誤りや変更影響分析の失敗に直結する。

9.3.1　Discovery ツールとの自動連携設計

• エージェント型Discovery：Tanium、CrowdStrike Falcon等のエンドポイント管理

ツールのエージェントを活用し、インストールされたソフトウェアのバージョン・エディ

ションをリアルタイムで収集して CMDB に自動反映する。

• エージェントレス型Discovery：ServiceNow Discovery、Qualys等によるネットワー

クスキャンで、エージェント未導入のデバイス（OT システム、IoT 機器等）を定期的に探

索して CMDB に登録する。

• クラウド API型Discovery：AWS Config、Azure Resource Manager、Google 

Cloud Asset Inventory との連携により、クラウドリソース上のソフトウェアを CMDB に

自動同期する。SaaS については IdP の SSO ログから利用実態を取得する。

9.3.2　データ品質メトリクスと SLA

品質指

標
定義

目標

値

測定頻

度

CI完全

性

必須属性（バージョン・所有者・コストセンター）がすべて入力され

ている CI の割合

≥ 
95% 月次

CI鮮度
直近 90日以内に Discovery または手動で確認・更新された CI の割

合

≥ 
90% 月次
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孤立CI

率
ITAM システムの資産レコードに紐付いていない CMDB CI の割合 ≤ 2% 四半期

重複CI

率
同一資産を指す重複レコードが存在する CI の割合 ≤ 1% 四半期
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9.3.3　CMDB と ITAM のフィードバックループ

CMDB と ITAM のフィードバックループは、§9.3.1 の Discovery 連携と§9.3.2 のデータ品質メト

リクスによって検知された不整合を、実際の是正アクションに変換するプロセスである。CMDB は

「構成の事実（インストール・稼働・廃棄の実態）」を、ITAM は「使用権（ライセンス数量・モ

デル・有効期限）」を管理するという役割分担のもと、両システムは双方向に情報を同期させるこ

とでライセンスコンプライアンス評価の精度を維持する。

• CMDB→ITAM（事実から権利更新へ）：DiscoveryがCMDB 上で新規インストール・

バージョン変更・廃棄・移動を検知した際に、ITAM のライセンス消費台帳（ELP）を自動

更新する。新規インストール検知では対応するライセンスプールから消費を記録し、プール

に空きがない場合は SLAM 関連インシデント（§9.5.1）を自動生成する。廃棄・アンイン

ストール確認後はライセンスをプールに返却して ELP を更新し、再利用可能な使用権とし

て回収する。

• ITAM→CMDB（使用権から構成情報の補完へ）：ライセンス購入・割当・契約更新・解約

の情報を CMDB の CI属性（契約番号・ライセンスモデル・有効期限・コストセンター）に

書き戻す。EOL到来・契約終了・プラン変更が発生した場合は、関連するソフトウェア CI

およびサービス CI のステータスを即時更新し、変更イネーブルメント（§9.2）での影響分

析に活用できる状態を維持する。

• 差異解消ルール（マスターデータ優先論理）：CMDB と ITAM の間で情報が乖離した場合、

「ライセンスモデル・数量・有効期限等の使用権情報は ITAM をマスターとし、インストー

ル実績・稼働状態・ハードウェア紐付けは CMDB をマスターとする」原則で解消する。

§9.3.2 の孤立CI率・重複CI率が目標値（それぞれ≤2%・≤1%）を超過した場合は、本

ルールに基づく定期調整バッチ（推奨：月次）を実施し、結果を§12.1 の KPIダッシュボー

ドに反映する。

このフィードバックループを機能させることで、§9.3節全体が「収集（§9.3.1） 品質測定→
（§9.3.2） 是正フィードバック（→ §9.3.3）」という継続的な PDCA サイクルを形成する。同種の

不整合が繰り返し発生する場合は、単発の是正にとどまらず、§9.5.2 の問題管理プロセスに登録し

て根本原因分析（RCA）と恒久対策を実施する。
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9.4　ITSM 主要プラクティスと SLAM 統制ポイントの対応 【第 3 改訂版追加】

SLAM を IT マネジメントシステムの中核機能として運用するためには、ライセンス契約を単独の管

理対象として扱うのではなく、ITSM の主要プラクティスと接続された統制点として設計する必要

がある。ソフトウェアの取得・展開・利用・変更・廃棄・契約更新・監査対応は、ITSM 上のサー

ビス要求・変更・構成・インシデント・問題・リリース・ナレッジ・サプライヤ管理・財務管理と

密接に関係する。

このように、SLAM は単なるコンプライアンス活動ではなく、ITSM の各プラクティスを通じて

サービス品質・コスト最適化・法的リスク低減・セキュリティ強化・事業継続性を同時に支える横

断的な管理機能として位置付けるべきである。

9.4.1　ITSM プラクティス別SLAM 統制ポイント対応表（優先度 A：20 項目）

下表は、ITSM の各プラクティスと SLAM の統制ポイントの対応を整理したものである。各セルの

（）内は本報告書内の参照節を示す。

ITSM プラクティス SLAM 統制ポイント 主な成果

サービス要求管理 ソフトウェア利用申請、SaaS申請、AI

ツール申請の標準化（§4.1.1）

未承認利用の抑制、申請処理の迅

速化

サービスカタログ管

理

承認済ソフトウェア・SaaS・AI ツール・

OSS利用条件のカタログ化（§4.1.2）

シャドー IT防止、利用者の選択肢

明確化

変更イネーブルメン

ト

CAB でのライセンス影響評価（CPU/コア

変更・クラウド移行・SaaS プラン変更

等）（§9.2）

想定外コスト・契約違反の防止

リリース管理 本番リリース前の商用部品・OSS・

SBOM・AI生成物のライセンス確認

配布・本番利用リスクの低減

展開管理 インストール・割当・撤去・返却の ITAM

台帳への即時反映

ELP精度向上、再利用促進

サービス構成管理 契約 CI とサービス CI・アプリ CI・インフ

ラ CI の依存関係紐付け（§9.1）

影響分析・監査対応の迅速化

インシデント管理 SLAM 関連インシデントの分類・優先度・

一次対応手順の定義（§9.5.1）

初動対応の標準化

問題管理 反復するライセンス不整合の根本原因分析

と恒久対策（§9.5.2）

再発防止、運用品質向上

ナレッジ管理 ベンダー別判断基準・FAQ・監査対応履歴

のナレッジ蓄積（§9.5.3）

属人化防止、判断品質向上

サービスレベル管理 申請処理時間・契約更新通知期限・監査回

答期限の SLA 化（§12.3）

利用部門への説明責任向上

可用性管理 HA・クラスタ・スタンバイ・DR 構成で 可用性設計と契約整合の確保
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ITSM プラクティス SLAM 統制ポイント 主な成果

の使用権確認（§10.4）

キャパシティ管理 CPU・コア・vCPU・ユーザー増加時のラ

イセンス影響事前評価

性能増強時の費用爆発防止

IT サービス継続性管

理

DR テスト・本番切替・一時二重稼働の許

諾確認（§10.4）

BCP 実効性向上

モニタリング・イベ

ント管理

契約期限・閾値超過・EOL・未承認導入の

イベント化とアラート自動生成

プロアクティブ管理の実現

情報セキュリティ管

理

EOL・未承認 SaaS・OSS脆弱性・AI

ツールのセキュリティリスク統合管理

セキュリティリスクの低減

リスク管理 監査・契約失効・価格改定・ベンダーロッ

クインを IT リスク登録簿で管理

リスクの定量化と可視化

サプライヤ管理 監査条項・価格改定・SLA・更新条件のベ

ンダー別管理強化（§3 章）

ベンダー交渉力向上

財務管理 ライセンス費用のサービス別・部門別配賦

（チャージバック）（§13 章）

TCO可視化・予算精度向上

データ品質管理 契約 CI完全性・利用者紐付け率・重複CI

率・棚卸差異率の KPI 管理（§9.3）

コンプライアンスの前提データ確

保

監査・内部統制 年次 SLAM 監査計画・重点ベンダー監

査・是正措置管理（第 15 章）

ガバナンス強化・継続的改善

 優先度※ B の項目（ポートフォリオ管理・需要管理・事業関係管理・測定・報告・継続的改善）は成熟度向上施策とし

て実装ロードマップ Phase 2以降に対応する（結論・B節参照）。

9.4.2　ITSM ツール実装マッピング（ServiceNow 例）

9.4.1 の統制ポイントを ITSM ツール上で実装する際の主要な対応箇所を以下に示す。

ServiceNow を例とするが、BMC Helix・Ivanti等でも同様の実装が可能である。

SLAM 統制ポイント ServiceNow 実装箇所（例） 自動化・連携ポイント

ソフトウェア利用申請標準

化

Service Catalog → Service 
Request Management

人事システム連携による入退社トリ

ガー自動化

CAB ライセンス影響評価 Change Management → CAB 

ワークフロー
CMDB依存関係からのライセンス

CI自動参照

インシデント分類・エスカ

レーション

Incident Management → 
Classification Rules

契約 CI 期限監視からの自動インシ

デント生成

問題根本原因分析 Problem Management → Root 
Cause Analysis

繰り返しインシデントの自動問題昇

格ルール

ナレッジ蓄積 Knowledge Management → インシデント解決時のナレッジ自動
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SLAM 統制ポイント ServiceNow 実装箇所（例） 自動化・連携ポイント

Article Templates 登録フロー

SLA 監視・報告 Service Level Management → 
SLA Definitions

ITAM ツール連携 KPIダッシュボー

ド

イベント監視 Event Management → Alert 
Rules

ITAM システム API 連携による期

限・閾値アラート

9.4.3　成熟度向上領域における優先度 B プラクティスの SLAM 統制ポイント 【第 3 改

訂版追加】

§9.4.1 では優先度 A（20 項目）の ITSM×SLAM 統制ポイントを示した。本節では、優先度 B（5

項目）として分類された成熟度向上施策プラクティスの SLAM 統制ポイントを整理する。これらは

初期構築段階では必須統制ではないが、SLAM を単なるコンプライアンス活動から、IT サービス価

値・コスト最適化・事業部門支援へ拡張するために重要であり、Phase 2以降の成熟度向上施策と

して段階的に実装する。

ITSM プラクティス SLAM 統制ポイント 主な成果

ポートフォリオ管理 高コスト・低利用・EOL・重複ソフトウェア

を統合、廃止、標準化候補として評価する

IT サービス合理化、ソフトウェ

ア標準化、TCO削減

需要管理 人員計画、プロジェクト計画、クラウド移行

計画、AI/SaaS導入計画から将来のライセン

ス需要を予測する

過不足の予防、契約更新・

True-up精度向上

事業関係管理 利用部門との定期レビュー、満足度、追加需

要、業務上の制約を把握する

統制と利便性の両立、事業部門

との合意形成

測定・報告 SLAM KPI を ITSMダッシュボードや経営報

告に統合する

経営・部門への説明責任強化

継続的改善 改善バックログを変更要求または問題管理チ

ケットとして管理する

成熟度向上、運用品質改善

SLAM担当は、主要利用部門と定期的にレビューを行い、利用状況、未利用ライセンス、過剰割当、

追加需要、満足度、業務上の制約を確認する。部門別のライセンス利用状況レビューでは、未利用

ライセンスの特定・回収、過剰割当の適正化、標準カタログにない業務ツールの要望吸い上げ、部

門別コスト・リスク説明、ソフトウェア標準化への合意形成を実施する。これにより、SLAM を単

なる統制機能ではなく、事業部門の生産性とコスト最適化を支援するサービスとして運用する。

SLAM データは、IT サービスおよびアプリケーションポートフォリオの見直しにも活用する。高コ

スト、低利用、契約制約が強い、EOLが近い、代替可能なソフトウェアは、統合、廃止、SaaS移

行、標準化の候補として評価する（継続：利用率・契約条件・更新費用・サポート期限の確認／統

合：重複 SaaS・類似ツール・同一機能製品の識別／廃止：低利用・高コスト・EOL製品の候補化

／代替：OSS・クラウドネイティブ・標準 SaaS への置き換え評価／標準化：部門別バラバラ導入

ソフトウェアの統一）。
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9.4.4　リリース・展開時の SLAM ゲート 【第 3 改訂版追加】

本番リリース前には、対象ソフトウェアに含まれる商用コンポーネント、OSS、サードパーティラ

イブラリ、AI生成物、コンテナイメージについて、ライセンス上の利用可否と配布可否を確認する。

SCA スキャンまたは SBOM チェックにより重大なライセンスリスクが検出された場合、リリース

は保留し、法務、セキュリティ、開発責任者による判断を経て承認する。展開時には、展開先 CI、

利用者、利用部門、ライセンス消費数を ITAM システムへ記録し、撤去、退職、端末返却、SaaS

解約時には使用権をライセンスプールへ戻す。SaaS プラン変更、アドオン追加、権限変更につい

ても、契約上の影響を確認してから実施する。以下にリリース・展開フェーズ別の SLAM ゲートを

整理する。

フェーズ SLAM ゲート確認項目 NG 時の対処

本番リリース前 商用コンポーネント・OSS・SBOM・AI生成物・

コンテナイメージのライセンス確認。SCA スキャ

ン実施

リリース保留・法務・セキュ

リティ・開発責任者による判

断

展開時 展開先 CI・利用者・利用部門・ライセンス消費数

を ITAM システムへ即時記録

台帳未反映の場合は展開差し

戻し・即時是正

撤去・退職・端末返却 使用権をライセンスプールへ戻す。SaaS解約・

アカウント停止の即時実施

月次棚卸しで未回収ライセン

スを検出・是正

SaaS プラン変更・アド

オン追加

契約条件・コスト増加・利用規約変更点を確認し

てから実施

承認フロー未完了の場合は変

更キャンセル・是正

9.5　SLAM 関連インシデント・問題・ナレッジ管理プロセス 【第 3 改訂版追加】

ITSM におけるインシデント管理・問題管理・ナレッジ管理は、SLAM のリアクティブな対応力と

組織学習能力を支える三本柱である。本節では、これら三プラクティスと SLAM の具体的な統合設

計を述べる。

9.5.1　SLAM 関連インシデント管理

契約失効・未承認ソフトウェア検知・許諾範囲外利用・SaaS アカウント不正利用・ベンダー監査

通知・OSS ライセンス違反疑義は、SLAM 関連インシデントとして ITSM のインシデント管理プロ

セスに登録する。重大度は法的影響・金銭影響・サービス影響・規制影響の四軸で判定する。P1

（重大）：ベンダー監査通知・使用停止命令・OSS ライセンス違反疑義  即時エスカレーション→
（法務・経営層）。P2（高）：契約失効検知・許諾範囲外本番稼働・SaaS未承認契約発覚  当→
日対応（IT 資産マネージャー）。P3（中）：利用数超過・EOL ソフト継続利用の発覚  翌営業日→
対応。P4（低）：未承認フリーソフト・カタログ外ツール個人利用  月次棚卸しサイクルで処理→ 。

モニタリング・イベント管理と連携し、契約期限 30日前・利用数閾値 80%・EOL到来・未承認イ

ンストール検知を自動イベントとして登録し、対応する重大度のインシデントを自動生成する。

9.5.2　SLAM 関連問題管理（根本原因分析）

同種のライセンス不整合・棚卸差異・未承認ソフト導入・過剰購入・SaaS未利用アカウント・契
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約更新漏れが反復する場合、問題管理プロセスに登録し根本原因分析（RCA）と恒久対策を実施す

る。シャドー IT反復はカタログ拡充・要求管理ワークフロー改善、CMDB不整合反復は

Discovery 設定の見直し（§9.3.1）、契約更新漏れ反復は 90日前・60日前・30日前の段階自動

通知への移行、過剰購入反復は FinOps 連携・需要管理プロセスの整備（§13 章）がそれぞれ推奨

される恒久対策である。

9.5.3　ナレッジ管理による SLAM判断品質の向上

SLAM で得られたベンダー別ライセンス解釈・監査対応履歴・契約交渉論点・FAQ・例外承認事例

はナレッジ管理システムに登録する。優先的に蓄積すべきカテゴリは以下である。（1）Oracle・

Microsoft・IBM・SAP・Adobe のライセンスメトリクス解釈事例（仮想化・クラウド移行・コア

変更時の判断ガイド）、（2）過去の監査対応ケース（通知から解決までのプロセス・交渉結果）、

（3）OSS ライセンス判断 FAQ（GPL・LGPL・Apache・MIT の商用利用可否、コンテナ・SaaS

環境での適用判断）、（4）例外承認事例（標準カタログ外ソフトウェアの承認条件・使用期限・

レビュー結果）。これにより属人的な判断を抑制し、再現性のあるライセンス判断を可能にする。
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第 10 章　ビジネスインパクト分析（BIA）とソフトウェアレジリ

エンス

IT 資産管理の全体像には、リスク管理の側面としてビジネスインパクト分析（BIA）との統合が含

まれる。通常、BIA はシステムの可用性に焦点を当てるが、ライセンス管理においては「ソフト

ウェアの使用権の喪失」がビジネスに与える影響を評価する必要がある。

10.1　ライセンスに起因するビジネス中断リスクの定義

BIA のプロセスにおいて、特定のビジネス機能を支えるソフトウェアについて、以下のシナリオを

想定した影響評価を実施する。

• ライセンス監査による差し止め：ベンダーによる法的な使用停止命令。金融や医療などの規

制業種では、コンプライアンス違反による事業停止リスクが非常に高い。

• サブスクリプションの意図しない失効：決済エラーや管理者の不在により、SaaS（CRM、

会計、通信ツール等）がロックされる。これにより、数分から数時間のダウンタイムが発生

し、多額の機会損失が生じる。

• ベンダーの終焉または買収に伴う条件変更：ソフトウェアベンダーが買収され、ライセンス

体系が一方的に変更されたり（例：パーペチュアルからサブスクリプションへの強制移行）、

サポートが終了（EOL）したりすることによるコスト急増やサービス維持の困難化。

10.2　復旧時間目標（RTO）と復旧時点目標（RPO）への適用

ライセンス管理における RTO は、「ライセンス失効により停止したサービスを、新たな購入また

は再配置によって再開するまでにかかる時間」と定義できる。以下の式で表される。

RTO = Tdetect + Tprocure + Tactivate

　Tdetect：失効または違反の検知にかかる時間（監視自動化により最小化可能）

　Tprocure：緊急調達または再配置にかかる時間（ベンダーとの直接交渉ルートの維持で短縮）

　Tactivate：ライセンスキーの適用・サービス再開にかかる時間（デジタル配信で短縮）

BIA の結果、クリティカルな業務プロセス（例：決済システム）を支えるソフトウェアについては、

自動更新の設定や、複数の支払いルートの確保、ベンダーとの直接交渉ルートの維持といったリス

ク緩和策を講じる必要がある。

10.3　BIA 実施プロセスとリスクスコアリング手法 【改訂版追加】

BIA はドキュメントとして存在するだけでは不十分であり、定期的に実施・更新されるプロセスと

して組織に定着させる必要がある。

10.3.1　実施手順
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17.対象ソフトウェアの特定：業務継続上クリティカルな機能（決済・受注・コミュニケーショ

ン等）を支えるソフトウェアを ITAM システムおよびCMDB のサービスマップから抽出す

る。

18.ライセンスリスクの評価：各ソフトウェアについて「ライセンス失効シナリオ」のインパク

ト×発生可能性を評価する（下表参照）。

19.リスク対応策の定義：高リスクソフトウェアに対して、自動更新設定・緊急調達 SLA・代

替ソフトウェアの特定・ライセンスプールの確保等の対応策を定義する。

20.結果の文書化とレビュー：BIA結果を ITAM システムまたは GRC ツールに記録し、年次以

上の頻度でレビュー・更新する。

10.3.2　ライセンスリスクスコアリング

インパクト  発生可能性╲ 低（1） 中（2） 高（3） 非常に高（4）

致命的  事業停止（— 4） 4 8 12 16 ★最優先

重大  主要業務停止（— 3） 3 6 9 12

中程度  一部機能停止（— 2） 2 4 6 8

軽微  代替手段あり（— 1） 1 2 3 4

スコア★ 8以上：緊急対応計画の策定必須　　スコア 4〜7：定期モニタリング強化　　スコア 1〜3：通常管理

10.4　ディザスタリカバリー（DR）環境のライセンス管理 【改訂版追加】

多くのソフトウェアライセンスは本番環境でのみ有効であり、DR（災害復旧）環境での稼働につ

いては別途の使用権確認が必要である。DR訓練・実際の災害発生時にライセンス問題でシステム

復旧が遅れることを防ぐため、事前の確認と準備が不可欠である。

確認項目 主なチェックポイント 対応策の例

DR 環境使

用権の有無

契約書に DR/BCP条項が明記されているか。本番

と DR 環境を同時稼働させる使用権はあるか。

契約更新時に DR使用権を明示的

に交渉・追記する。

地理的・仮

想化制限

DR サイトが本番と異なる国・地域に存在する場

合のカントリーライセンス制限の確認。クラウド

DR 環境での BYOL適用可否の確認。

ベンダーに事前確認し、書面で使

用権の確認を取得する。
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DR 環境で

の使用期間

制限

パラレルラン（本番・DR同時稼働）に期間制限

（例：90日）が設けられていないか。

長期 DR への備えが必要な場合は

追加ライセンスの事前確保または

キャパシティ契約を検討。

OSS の DR

環境適用

OSS ライセンスの多くは DR 環境にも同様に適用

されるが、商用サポート契約は DR サイトをカ

バーしているかを確認する。

商用サポートの適用範囲をサポー

ト契約書で確認し、DR演習の前

にベンダーへ通知する。
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第 11 章　自動化テクノロジーの役割：SMP、API、および ISO 標

準の活用

ソフトウェアライセンス管理の全体設計を実効性のあるものにするためには、手動の Excel 管理か

ら脱却し、テクノロジーによる自動化を前提としたアーキテクチャを構築しなければならない。現

代のマルチクラウド・ハイブリッド環境において、管理の自動化はもはやオプションではない。

11.1　SaaS 管理プラットフォーム（SMP）と ITSM の双方向連携

SaaS の利用が拡大する中、従来のネットワークスキャンによる発見手法は通用しなくなっている。

これに代わって、アイデンティティプロバイダー（IdP）、財務会計システム、および SaaS ベン

ダー自体の API を統合して、利用状況を可視化するアプローチが主流となっている。

21.ゼロタッチ・ライフサイクル・オートメーション：人事システムでの新入社員登録をトリ

ガーに、ITSMがロールベースのアクセス制御（RBAC）に従って、M365、Salesforce、

Slack などのアカウントを自動発行する。退職時には、API を通じて全アカウントを即座に

停止し、ライセンスをプールに戻す。これにより、セキュリティリスクと無駄な支払いを同

時に排除する。

22.利用状況に基づく自動ハーベスティング：SMPがAPI経由で「過去 30日間、高度な機能を

利用していない」ユーザーを特定する。ITSMが自動的にユーザーへ確認通知を送り、反応

がない場合に自動的にライセンスをダウングレードまたは削除し、その旨を財務部門へ通知

する。なお、このプロセスは第 8 章で述べたプライバシー法制の要件を満たす形で実装す

る。

11.2　ISO/IEC 19770-2（SWID）および Part 3（Entitlement）の実装

• SWID タグ（Part 2）：ソフトウェアベンダーが製品に埋め込む XML ファイルである。

これにより、インベントリ収集ツールは「インストーラーのファイル名」から推測するので

はなく、ベンダーが公認した「製品名、バージョン、パッチレベル」を高精度で特定できる。

さらに、SWID タグには CVE 連携のための識別情報も含められるため、脆弱性管理との統

合を促進する。

• 使用許諾スキーマ（Part 3）：ライセンスの使用権情報をデジタル化する。これにより、

「100個のインストールに対して、50個のフルライセンスと、仮想環境での無制限使用権

がある」といった複雑なロジックをシステム上で自動照合（Reconciliation）できるように

なる。

この自動化された照合プロセスにより、組織は「現在のライセンス・コンプライアンス・ポジショ

ン」を、ベンダー監査の時だけでなく、毎日ダッシュボードで確認できるようになり、ISO 

19770-1 ティア 1（信頼に足るデータ）の要件を達成できる。
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11.3　主要 ITAM ソリューションの選定ガイド 【改訂版追加】

自動化アーキテクチャの実現には、組織のニーズに合致した ITAM ソリューションの選択が前提と

なる。以下に主要製品の特性比較を示す。◎=非常に強い　○=対応　△=限定的　×=対応外

製品名 ベンダー 主な得意領域

規

模

感

SA
M

SaaS

管理
HA
M

FinOps

連携

Flexera One Flexera

SAM・クラウドコ

スト管理・コンプ

ライアンス

大

企

業

◎ ○ ○ ◎

Snow 
Software

Snow
SAM・SaaS 発見・

ITAM 統合

中

〜

大

◎ ◎ ○ ○

ServiceNow 
SAM Pro

ServiceNo
w

ITSM 統合型

SAM・CMDB 連携

強み

大

企

業

◎ △ ◎ △

Aspera 
SmartTrack 
(IBM)

IBM

IBM製品ライセン

ス・複雑なメトリ

クス対応

大

企

業

◎ △ ○ △

Zylo Zylo
SaaS特化型管理・

コスト最適化

中

〜

大

△ ◎ × ○

Torii Torii
SaaS 発見・

Shadow IT可視化

中

小

〜

大

△ ◎ × △

11.3.1　ツール選定の判断基準

• 既存 ITSM 環境との統合性：ServiceNow 環境が整備済みであれば SAM Proが統合コスト

最小。BMC/Ivanti 環境では各社の ITAM製品との相性を確認する。

• 管理対象ソフトウェアの構成：SaaSが中心なら Zylo/Torii、オンプレ・複雑なメトリクス

製品が多ければ Flexera/Snow/Aspera、IBM製品が多ければAsperaが優先候補となる。
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• スケールと予算：Zylo・Torii は初期投資が低く中堅企業でも導入しやすい。大規模エン

タープライズでは Flexera/Snowが包括的な管理を提供する。

• 段階的導入：初期は SaaS 管理ツール（Zylo等）でクイックウィンを獲得し、成熟度が上

がった段階でフルスタックの SAM ツール（Flexera/Snow）に移行するアプローチも有効

である。
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第 12 章　パフォーマンス評価と KPI 体系 【新規追加】

ISO/IEC 20000-1 はパフォーマンス評価を明示的な要件として規定しており、ISO/IEC 19770-1

も継続的改善のためのモニタリングを求める。SLAM プログラムの実効性を客観的に評価・改善す

るためには、明確な KPI（重要業績評価指標）の定義と定期的な測定が不可欠である。

12.1　主要 KPI の定義と目標設定

KPI名称 定義・算出方法 目標（参考値）
関連 ISO/ITIL

要件

ライセンスコン

プライアンス率

（コンプライアンス状態のライセンス

数 ÷ 総ライセンス数）× 100
≥ 98%

ISO 19770-1 

ティア 1

シェルフウェア

率

（過去 90日間未使用ライセンス数 ÷ 

総保有ライセンス数）× 100
≤ 5%

ISO 19770-1 

ティア 4

インベントリ正

確性

（CMDB と実インストールの一致数 ÷ 

検証対象システム数）× 100
≥ 95%

ISO 19770-1 

ティア 1

ハーベスティン

グ実績

四半期ごとに回収・再配置したライセ

ンス数と回収コスト削減額

年間削減目標額の

達成率  ≥ 80%

ISO 19770-1 

ティア 3/4

監査発見件数
内部・外部監査で発見された重大コン

プライアンス違反件数（半期集計）
重大件数 = 0

ISO 20000-1 
§9

ライセンスコス

ト最適化率

（前年度比ライセンス費用削減額 ÷ 前

年度総ライセンス費用）× 100
≥ 10%/年

ISO 19770-1 

ティア 4

OSS違反リスク

件数

SCA ツールが検出した高リスク OSS ラ

イセンス違反の件数（月次）
高リスク件数 = 0

OSS ポリシー準

拠

12.2　KPIダッシュボードの設計

上記 KPI は、ITAM システムと連携したリアルタイムダッシュボードで可視化することが理想的で

ある。ダッシュボードは経営層向け（エグゼクティブビュー：コスト・リスクの要約）、IT 管理者

向け（オペレーションビュー：ライセンスポジション詳細）、部門長向け（チャージバック

ビュー：部門別コスト）の 3層構造で設計する。ISO/IEC 19770-4 の測定フレームワークを活用

することで、クラウドリソース使用量と連動した KPI測定が可能となる。

12.3　SLAM サービスレベル管理と KPI 定量目標 【第 3 改訂版追加】
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SLAM は内部管理業務であると同時に IT利用部門に提供されるサービスである。そのため、ソフト

ウェア申請処理時間・ライセンス割当リードタイム・契約更新通知期限・監査対応一次回答期限な

どをサービスレベル目標（SLO）として定義し定期計測・報告する体制を整備する。

SLAM サービス項目 SLO 目標値 計測方法・報告頻度

ソフトウェア標準申請処理時間 ≤ 2営業日 ITSM チケット完了日時から算出・月次報

告

SaaS/AI ツール申請処理時間 ≤ 3営業日 承認フロー含む完了日時から算出・月次

報告

ライセンス割当・展開リードタ

イム

≤ 1営業日（標準申

請）

ITAM台帳反映日時から算出・週次モニタ

リング

契約更新通知（第一報） 更新日の 90日前 ITAM システムの自動アラート発報日時・

四半期確認

ベンダー監査一次回答期限 通知受領後 5営業日以

内

インシデントチケットの完了日時から算

出

ライセンス不整合の是正完了

（P3以下）

検知後 10営業日以内 インシデント/問題管理チケットの完了日

時

SLAM KPI レポート提供 月次・翌月 5営業日以

内

KPIダッシュボードおよび月次レポート配

布日
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第 13 章　FinOps 統合とグループ企業管理 【新規追加】

13.1　FinOps フレームワークと SLAM の統合

クラウド移行の進展に伴い、ソフトウェアライセンス費用とクラウドインフラコストの境界は曖昧

になりつつある。FinOps Foundation（https://www.finops.org）が定義する FinOps フレーム

ワークは、「情報通知（Inform）」「最適化（Optimize）」「運用（Operate）」の 3 フェーズ

で構成され、SLAM のティア 4（完全な最適化）と深く連携する。

• Inform フェーズ：クラウド費用の可視化。ライセンス持込（BYOL）による実際のコスト

削減効果を定量化し、クラウドネイティブサービスとの比較分析を実施する。ISO/IEC 

19770-4 のリソース使用量測定データを活用する。

• Optimize フェーズ：未使用の SaaS ライセンス・クラウドリソースの特定と削減。

Reserved Instances・Savings Plans とオンデマンドライセンスの最適組み合わせを決定

する。

• Operate フェーズ：FinOps の意思決定プロセスを IT運用の日常業務に組み込む。ライセ

ンス更新タイミングとクラウド契約更新タイミングを統合したコスト最適化サイクルを確立

する。

13.2　チャージバック・ショーバックモデルの設計

• チャージバック（実費課金）：各部門が使用したライセンス・クラウドリソースの実費を部

門予算に配賦する。部門オーナーにコスト意識を持たせ、シェルフウェアの自発的な削減を

促す。

• ショーバック（コスト可視化）：実際の費用移転は行わないが、部門別のライセンス費用を

可視化してレポートする。チャージバック移行前のステップとして有効。

• コストセンター設計：CMDB の CI属性（第 9 章参照）に「コストセンター」「ビジネス

オーナー」を正確に維持し、財務会計システムとの自動連携によりライセンス費用の正確な

配賦を実現する。

13.3　グループ企業・多国籍組織でのライセンス管理

子会社・関連会社・海外法人を含む企業グループでのライセンス管理には、以下の固有の課題があ

る。

• ライセンスアグリゲーション権の活用：エンタープライズ契約の多くは、グループ企業全体

での使用量を集約してボリュームディスカウントを受けられる「アグリゲーション権」を含

む。グループ全体の調達を集約するために、ITAM 機能の集中管理（シェアドサービスセン

ター化）を検討する。
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• カントリーライセンスと地域制限：一部のライセンスは使用地域（国）が制限されており、

海外子会社への展開時に別途ライセンスが必要になる。国際展開計画とライセンス地域条件

の整合性を事前に確認する。

• 多通貨・多法制対応：海外法人のライセンス費用を本国通貨で連結管理し、為替変動リスク

をヘッジするための調達戦略を立案する。各国の法的要件（消費税・付加価値税の処理等）

も考慮する。

13.4　TCO 分析とライセンス予算計画フレームワーク 【改訂版追加】

TCO（Total Cost of Ownership：総所有コスト）分析は、ライセンスの購入コストだけでな

く、管理・運用・リスクの全コストを可視化することでソフトウェア投資の真の価値を評価する手

法である。

13.4.1　ソフトウェアライセンスの TCO 計算モデル

TCO = Cacq + Cmgmt + Crisk + Coppty

コスト要素 内容
主なデータソー

ス
削減施策の例

C_acq（取得コス

ト）

ライセンス購入費・サブスクリプ

ション料・保守/サポート費用

調達台帳・請求

書

ボリュームディスカウ

ント交渉・複数年契約

C_mgmt（管理

コスト）

ITAM 人件費・ツールコスト・ト

レーニング費・監査対応費

人事コスト・

ツール請求

自動化による管理工数

削減・SCA ツール ROI

C_risk（リスクコ

スト）

監査ペナルティ見積り × 発生確

率・OSS ライセンス訴訟コスト

過去の監査履

歴・BIA評価

コンプライアンス率向

上によるリスク低減

C_oppty（機会損

失コスト）

シェルフウェア費用・過剰ライセ

ンス費用・ビジネス機会損失

利用率レポー

ト・KPI データ

ハーベスティング・ラ

イトサイジング

13.4.2　年次予算計画フレームワーク

• 更新カレンダーの整備：全ライセンス・サブスクリプションの更新日・通知期限・更新交渉

開始タイミングを一元管理するカレンダーを ITAM システムに実装し、財務部門の予算計画

サイクル（通常：前年度 Q3〜Q4）と連動させる。

• 3 カ年予算モデリング：クラウドシフト・ユーザー増減・新規システム導入計画を反映した

向こう 3 年間のライセンス費用予測を年次で更新する。AI ツール等の新カテゴリの費用成

長率（過去実績）を組み込む。
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• コンティンジェンシー予算：予期しない監査対応・緊急ライセンス調達・ベンダー条件変更

への備えとして、年間ライセンス総費用の 5〜10%のコンティンジェンシー枠を予算に確

保する。

13.5　需要管理・ポートフォリオ管理との統合 【第 3 改訂版追加】

SLAM は、利用部門の人員計画、プロジェクト計画、クラウド移行計画、AI ツール導入計画を把握

し、将来のライセンス需要を予測する。需要予測は、契約更新、True-up、SaaS プラン選定、予

算計画に反映する。特に、M&A、組織再編、大規模プロジェクト開始、AI ツール全社展開時には、

SLAM担当が需要レビューを実施し、ライセンス不足、過剰購入、緊急調達、ベンダー交渉力低下

を未然に防止する。需要管理は、過剰購入だけでなく、ライセンス不足による業務停止リスクを防

ぐための予防的管理である。

13.5.1　需要管理と SLAM の統合設計

需要管理と SLAM を統合することで、ライセンスの過不足を構造的に予防する。SLAM担当は、人

事・経営企画・プロジェクト管理部門と定期的に情報共有し、採用計画・組織変更・事業拡大・AI

ツール全社展開の情報をライセンス需要予測に反映する。需要予測結果は、年次ライセンス予算モ

デリング（§13.4.2）と連携させ、3 カ年のライセンス費用計画の精度を向上させる。主要な需要

トリガーイベントとして、M&A（統合先企業のライセンス棚卸しと統合計画）、組織再編（部門

統廃合に伴うライセンス配賦見直し）、大規模プロジェクト（プロジェクト期間中の一時ライセン

ス需要）、AI/SaaS ツール全社展開（全社員分のライセンス確保と段階展開計画）が挙げられる。

これらのイベント発生時には、SLAM担当をプロジェクト計画段階から参加させることを必須とす

る。

13.5.2　ソフトウェアポートフォリオ合理化への SLAM データ活用

SLAM データは、IT サービスおよびアプリケーションポートフォリオの見直しに活用する。高コス

ト、低利用、契約制約が強い、EOLが近い、代替可能なソフトウェアは、統合、廃止、SaaS移行、

標準化の候補として評価する。以下にポートフォリオ判断と SLAM データ活用の対応を示す。

ポートフォリオ判断 SLAM データの活用

継続 利用率、契約条件、更新費用、サポート期限を確認する

統合 重複 SaaS、類似ツール、同一機能製品を識別する

廃止 低利用、高コスト、EOL、契約制約が重い製品を候補化する

代替 OSS、クラウドネイティブサービス、標準 SaaS への置き換えを評価する

標準化 部門別にバラバラに導入されたソフトウェアを統一する

ポートフォリオ合理化は SLAM担当と IT ポートフォリオ管理チームが連携し、年次レビューサイ

クル（§15.1 で規定する年次監査計画と整合）で実施する。標準ソフトウェアカタログ（§4.1.2）

の四半期レビューと連動させることで、廃止候補ソフトウェアのカタログ削除、代替品の追加、部

門別の移行計画策定を継続的に推進する。
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第 14 章　業種別規制コンプライアンス 【新規追加】

SLAM の基本フレームワークは ISO/IEC 19770、ITIL 4、ISO/IEC 20000 に基づくが、業種に

よっては追加的な規制要件が課される。以下に主要業種における固有要件を示す。

業種 主な規制・ガイドライン SLAM 上の追加考慮点

金融・銀

行

金融庁ガイドライン、

FISC安全対策基準、PCI 
DSS

ソフトウェアのバージョン管理と脆弱性対応の証跡保管

（監査対応）。重要システムに使用するソフトウェアのサ

プライヤー健全性評価（EOL リスク管理）。クラウドサー

ビスの利用審査（委託先管理）。

医療・製

薬

医薬品医療機器等法（薬

機法）、ISMS、GMP/
GCP

医療機器プログラム（SaMD）として分類される場合のソ

フトウェアライセンス管理に規制当局承認への影響有り。

バリデーション済みシステムのソフトウェア変更管理プロ

セス（変更制御手順）の整備。

製造・輸

出産業

外国為替及び外国貿易法

（外為法）、EAR（米国

輸出管理規制）、ITAR

輸出規制対象の暗号化ソフトウェアや防衛関連ツールの使

用・輸出に際するライセンス（Export License）の取得

管理。クラウドサービス利用時のデータの地理的所在管

理。

公共・政

府

デジタル庁ガイドライ

ン、政府情報システムセ

キュリティ要件

（ISMAP）

ISMAP クラウドサービスリストへの登録確認（政府調達

基準）。オープンソース優先原則（OSS ポリシー）との

整合。国産ソフトウェアの優先的採用評価。

エネル

ギー・重

要インフ

ラ

電力システム改革、重要

インフラサイバーセキュ

リティ基本計画

制御システム（OT）で使用するソフトウェアのパッチ適

用計画（可用性優先のため特別なプロセスが必要）。レガ

シーシステム上の EOL ソフトウェアのリスク評価と移行

計画。

14.6　国際規制動向（欧州規制を中心に） 【改訂版追加】

欧州を中心とした国際規制の強化は、欧州事業を持つ日本企業や欧州市場向け製品を提供する企業

に直接的な SLAM 上の義務を課す。以下の主要規制への対応を早期に計画することが求められる。

規制名 対象組織
主な適用

時期
SLAM 上の主な影響と対応事項
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EU Cyber 

Resilience Act（サ

イバーレジリエンス

法：CRA）

EU市場にソフト

ウェア製品を販

売・提供する製造

者・輸入者・販売

者

2027 年

完全適用

デジタル要素を持つ製品の SBOM 整備・公

開が義務化。SBOM 管理（第 7 章）を製品

開発プロセスに組み込む。セキュリティサ

ポート期間の明示と EOL後のパッチ提供計

画も必要。

NIS2指令（ネット

ワーク・情報セキュ

リティ指令 第 2 版）

EU重要インフ

ラ・重要業種の運

営者および主要

サービス提供者

2024 年

各国法制

化

重要システムを支えるソフトウェアのサプ

ライチェーンセキュリティ確保・インシデ

ント報告義務・ITAM との連携によるソフ

トウェアインベントリの可視化が求められ

る。

DORA（デジタル運

用レジリエンス法）

EU金融機関・

ICT サービス提供

者

2025 年

1 月適用

済み

金融機関が使用する ICT システム（ソフト

ウェア含む）のリスク管理・サードパー

ティ依存管理（VMO との連携）・ICT 関連

インシデントの報告体制整備が義務化。

EU AI Act（欧州 AI

法）

EU で AI システム

を利用・提供する

全組織

2024〜

2026 年

段階的施

行

AI台帳への分類・高リスク AI の技術文書整

備・利用記録保管（第 6 章参照）。AI ツー

ル管理を SLAM の一部として組織化する。

対応方針：これらの規制はいずれも段階的に施行される。今後 2〜3 年以内に影響を受ける可能性がある組織

は、法務・コンプライアンス部門と連携し、早期にギャップ分析（現行の SLAM 体制と規制要件の差異評

価）を実施することを強く推奨する。
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第 15 章　SLAM 内部監査・継続的改善プログラム 【第 3 改訂版

追加】

SLAM の長期的な実効性を確保するためには、定期的な内部監査と継続的改善サイクルを ITSM の

継続的改善プラクティスと統合した形で設計する必要がある。本章では SLAM特有の内部監査設計

と改善バックログ管理の方法論を示す。

15.1　SLAM 内部監査プログラムの設計

SLAM は内部監査計画に組み込む。年次で主要ベンダー（Oracle・Microsoft・IBM・SAP）・重

要 SaaS・OSS利用実態・AI ツール台帳・契約更新状況・CMDB同期状況を監査し、不備につい

て是正措置・責任者・期限・再発防止策を管理する。年次 SLAM 監査計画の標準構成は Q1（契約

更新カレンダー・ライセンスプール棚卸し・SaaS利用状況全社確認）、Q2（重点ベンダー監査・

OSS利用実態調査）、Q3（AI ツール・シャドー IT棚卸し・SaaS未利用アカウント回収・CMDB

同期確認）、Q4（年間 KPI レビュー・次年度監査計画策定・経営層向け SLAM 成果報告）の 4四

半期サイクルを推奨する。

15.2　継続的改善バックログ管理

SLAM は月次または四半期ごとの KPI レビューに基づき改善バックログを管理する。改善テーマに

は標準ソフトウェアカタログの見直し・契約統合・SKU最適化・利用部門教育・データ品質改善・

ワークフロー自動化を含める。改善バックログは優先度・担当者・期限・成功指標を付与し、

ITSM 上の変更要求または問題管理チケットとして管理する。ISO/IEC 19770-1 のティアアプロー

チと整合させ、ティア 1完了（信頼に足るデータ確立）を Phase 1最優先目標とし、その後ティ

ア 2（実践的管理）・ティア 3（運用統合）・ティア 4（完全な最適化）へと段階的に改善サイク

ルを回す。
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結論：統合的ライセンス管理の成功に向けた提言と実装ロードマッ

プ

ソフトウェアライセンス契約管理の全体設計は、単なるツールの導入ではなく、組織のガバナンス、

プロセス、人材、そしてテクノロジーの四要素が ITIL、ISO 20000、ISO 19770 という世界標準

の軸を中心に回転するエコシステムを構築することである。

A．戦略的提言

23.「資産」と「構成」の役割分担を明確化する：ITAM システムでライセンス契約（使用権）

を、CMDB でソフトウェアの稼働状況（事実）を管理し、両者のリンクによってコンプラ

イアンスを担保するアーキテクチャを構築すること。

24.VMO に専門ケイパビリティを配置する：汎用的な調達スキルだけでなく、主要ベンダー

（Oracle、Microsoft、IBM、SAP等）の複雑なライセンスメトリクスを解読し、交渉でき

る専門家を組織すること。

25.変更管理プロセスに「ライセンス・ゲート」を組み込む：技術的な変更がもたらす財務・法

的リスクを CABが定量的に評価できるプロセスを設計すること。これは BIA の知見を活用

し、ビジネス継続性への影響を含めた評価でなければならない。

26.API 主導の自動化を推進する：サブスクリプション時代において、静的な台帳管理は破綻

する。SMPやAPI 連携によるリアルタイムのライフサイクル管理と、ISO 19770-2/3 の標

準規格をベースにした自動照合を実装すること（プライバシー法制との整合に留意）。

27.OSS と AI ツールのガバナンスを標準 SLAM に統合する：商用ライセンスだけでなく、

OSS ライセンス（SCA ツール活用）、生成 AI ツール（AI ガバナンス委員会）を同一フレー

ムワークで管理する体制を構築すること。

28.成熟度モデルを活用した段階的改善：ISO 19770-1 のティア・アプローチを採用し、まず

は「信頼に足るデータ」の確立（ティア 1）に注力し、実践的管理（ティア 2）、運用統合

（ティア 3）、完全な最適化（ティア 4）へと段階的に進むロードマップを描くこと。

B．実装ロードマップ 【改訂版追加】

以下の 3 フェーズで段階的に実装を進めることを推奨する。

フェーズ 主要タスク 成果指標（KPI達成目標）

Phase 1

短期（0〜6ヶ

月）

基盤整備

・ ITAM ポリシーの策定・改訂

・ ソフトウェアインベントリの棚卸し（全

社）

・ CMDB へのライセンス CI登録

・ インベントリ正確性  ≥ 80%

・ 重大コンプライアンス違反 = 0

件

・ ITAM ポリシー承認・公布



ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計　第 3 改訂版

Confidential 2026 ITAMS Copyright
- 53 -

・ VMO 設置・ベンダーマネージャーの任命

・ OSS ポリシー・AI ツールポリシーの策定

・ OCM：全社員向け意識向上プログラム開

始

Phase 2

中期（6〜18ヶ

月）

自動化推進

・ SMP導入と ITSM 連携（ゼロタッチ自動

化）

・ SCA ツール導入（CI/CD への統合）

・ SWID/ISO 19770-3 の実装

・ KPIダッシュボードの稼働

・ BIA 統合（ライセンスリスクシナリオ評

価）

・ チャージバック/ショーバックモデル稼働

・ 需要管理プロセスの整備（SLAM 需要レ

ビュー標準化）

・ 主要利用部門との定期レビュー開始（四

半期）

・ アプリケーション/ソフトウェアポート

フォリオ合理化

・ 標準ソフトウェアカタログの四半期レ

ビュー開始

・ 部門別 SLAM レポートの運用開始

・ 優先度 B プラクティス（§9.4.3）の段階

的実装開始

・ ライセンスコンプライアンス率 

 ≥ 95%

・ シェルフウェア率  ≤ 10%

・ コスト削減率  ≥ 5%/年

・ 主要部門との四半期レビュー実

施率  ≥ 80%

・ 重複ソフトウェア削減件数  ≥

5 件/年

・ 部門別 SLAM レポート提供率 

 ≥ 90%

Phase 3

長期（18ヶ月

〜）

戦略的最適化

・ FinOps 統合（クラウドコスト・ライセン

ス一体管理）

・ グループ企業への展開（標準化・集中管

理）

・ SBOM 管理の本格稼働

・ ISO 19770-1 認証取得の検討

・ AI ガバナンス委員会の本格稼働

・ ライセンスコンプライアンス率 

 ≥ 98%

・ シェルフウェア率  ≤ 5%

・ ライセンスコスト最適化率  ≥

10%/年

・ ISO 19770-1 認証取得

ソフトウェアライセンス管理は、適切に設計されれば、IT コストの 20%から 30%を削減し、サイ

バーセキュリティを強化し、ベンダー監査という外部の脅威を制御可能な運用プロセスへと変える

ことができる。本報告書で提示した「ビッグピクチャー」の具現化こそが、デジタル時代の IT ガ

バナンスの要諦である。

C．人材・能力開発への投資 【改訂版追加】
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SLAM プログラムの長期的な成功は、テクノロジーとプロセスの設計だけでなく、それを担う人材

の専門性に依存する。以下の認定資格と外部専門家活用の戦略を人材開発計画に組み込むことを推

奨する。

C.1　業界認定資格

資格名 認定機関 対象・内容 推奨取得対象者

CSAM（Certified 
Software Asset 

Manager）

IAITAM

SAM（ソフトウェア資産管理）の

実務能力を証明。ライセンス管

理・コンプライアンス・ベンダー

管理の包括的な知識を検定。

IT 資産マネー

ジャー・VMO

担当者

CITAM（Certified IT 

Asset Manager）
ITAM Forum

ITAM 全般（ハードウェア・ソフト

ウェア・クラウド）の戦略的管理

を証明。ISO 19770 準拠の実践知

識を包含。

IT 資産マネー

ジャー・ITAM 

Director クラス

CHAMP（Certified 
Hardware Asset 
Management 

Professional）

IAITAM

ハードウェア資産管理の専門知識

を証明。HAM と SAM の統合管理

の基盤となる。

アセット・カス

トディアン・

HAM担当

FinOps Certified 

Practitioner（FOCP）
FinOps 
Foundation

クラウドコスト管理と FinOps フ

レームワークの実践知識を証明。

SLAM のティア 4（完全な最適

化）と連携。

クラウドアーキ

テクト・IT財務

担当

C.2　外部専門家・コンサルタントの活用指針

• 初期構築フェーズ（Phase 1）での活用：ITAM プログラムの設計・ポリシー策定・初期

インベントリ棚卸しには、経験豊富な外部 ITAM コンサルタントを短期（3〜6ヶ月）で起

用することが効果的。内製チームのスキル移転と並行して実施する。

• ベンダー監査対応での活用：Oracle、Microsoft、IBM等の主要ベンダーによる監査通知を

受けた場合は、当該ベンダーの監査対応に精通した専門弁護士・ライセンスコンサルタント

を即座に起用する。監査回答の前に専門家の確認を得ることがリスク低減の要諦。

• OSS ライセンスの法的判断：GPL違反の可能性やデュアルライセンス製品の商用利用適否

の判断には、OSS ライセンスに精通した知的財産弁護士（IT 専門）の見解を取得すること

を推奨する。

• AI 規制対応：EU AI ActやGDPR 対応には、欧州プライバシー法制に精通した DPO

（Data Protection Officer）または外部法律事務所のサポートを活用する。
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用語集（Glossary）

本用語集は、本報告書で使用する主要な専門用語を定義するものである。定義は ISO/IEC 19770-5（概念と

語彙）および各種標準規格に基づき、一部を文脈に合わせて要約している。

用語 定義

APPI（個人情報保

護法）

日本の個人情報保護に関する法律（Act on the Protection of Personal 

Information）。個人情報の適正な取り扱いを規定し、SLAM 上の利用状況

モニタリングに影響する。

BIA（ビジネスイン

パクト分析）

Business Impact Analysis。事業継続計画の一環として、IT システム・ソ

フトウェアの停止がビジネスに与える影響を定量評価するプロセス。

BYOL（自己保有ラ

イセンス持込）

Bring Your Own License。オンプレミスで取得したライセンスをクラウド

環境に持ち込む使用権。OracleやMicrosoft の特定製品で条件が設定され

る。

CAB（変更諮問委員

会）

Change Advisory Board。ITIL 4 の変更イネーブルメントプラクティスにお

ける変更承認機関。ライセンス影響分析を含めた変更評価を行う。

CHAMP
Certified Hardware Asset Management Professional。IAITAMが認定す

るハードウェア資産管理の専門資格。

CITAM
Certified IT Asset Manager。ITAM Forumが認定する IT 資産管理の包括

的専門資格。ISO 19770 準拠の実践知識を含む。

CI（構成アイテム）
Configuration Item。CMDB 内で管理される個別の資産・コンポーネント。

ソフトウェアライセンス契約も CI として管理される。

CLA（コントリ

ビューター・ライセ

ンス契約）

Contributor License Agreement。OSS プロジェクトへの貢献者と運営者

間の知的財産権に関する合意書。

CLM（契約ライフ

サイクル管理）

Contract Lifecycle Management。ソフトウェア契約の作成から更新・終

了までの全プロセスを管理するシステム・手法。

CMDB（構成管理

データベース）

Configuration Management Database。IT インフラ・ソフトウェア・

サービスの構成情報と相互依存関係を管理するデータベース。

CSAM
Certified Software Asset Manager。IAITAMが認定するソフトウェア資産

管理の専門資格。
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CVE

Common Vulnerabilities and Exposures。ソフトウェアの既知の脆弱性に

付与される共通識別番号。SWID タグとの連携で影響範囲の即座特定が可

能。

CVSS
Common Vulnerability Scoring System。脆弱性の深刻度を 0〜10 のスコ

アで評価する共通基準。BIA のリスクスコアリングに活用する。

DLP（データ損失防

止）

Data Loss Prevention。機密データの不正な外部送信を検知・防止する技術

的制御。AI/SaaS ツールへの機密データ入力防止に活用。

DORA
Digital Operational Resilience Act。EU金融機関のデジタル運用レジリエ

ンスを義務化する規制（2025 年 1 月適用）。

DR（ディザスタリ

カバリー）

Disaster Recovery。災害・障害時に IT システムを復旧させるための計画・

手順。DR 環境でのソフトウェア使用権は契約書で別途確認が必要。

EULA
End User License Agreement。ソフトウェアの使用許諾条件を規定する契

約書。すべてのソフトウェア利用の法的根拠となる。

FinOps
Financial Operations。クラウド費用の可視化・最適化・ガバナンスを組織

文化として定着させるフレームワーク（FinOps Foundation 定義）。

GPL
GNU General Public License。最も広く使用されるコピーレフト OSS ライ

センス。v2 と v3があり、派生物のソース公開義務を持つ。

GDPR
General Data Protection Regulation。EU一般データ保護規則。従業員の

利用状況データ収集・処理に影響する。

HAM（ハードウェ

ア資産管理）

Hardware Asset Management。物理的な ITハードウェアのライフサイク

ルを管理する機能。SAM と統合して全 IT 資産を管理する。

HLS（上位構造）
High-Level Structure。ISO 9001/27001/20000/19770-1が共通して採用

するマネジメントシステム規格の共通構造。組織の統合管理を促進する。

ILMT
IBM License Metric Tool。IBMが提供するサブキャパシティライセンスの

計測ツール。IBM製品の PVU/VPC 計算に必須。

ISMAP
情報システムマネジメント及びセキュリティ評価制度。日本政府が整備した

クラウドサービスのセキュリティ評価制度。政府調達の基準となる。

ITAM（IT 資産管

理）

IT Asset Management。組織の IT 資産（ソフトウェア・ハードウェア・ク

ラウド）を価値最大化・リスク最小化の観点から管理する実践。
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KPI（重要業績評価

指標）

Key Performance Indicator。SLAM プログラムの実効性を測定する定量的

な指標。コンプライアンス率・シェルフウェア率等。

NUP
Named User Plus。Oracle のライセンスメトリクスの一つ。データベース

にアクセスする権限を持つ指名ユーザー数でライセンスを計算。

OCM（組織変革マ

ネジメント）

Organizational Change Management。新しいプロセス・ツール・ポリ

シーの導入に際し、人と文化の変革を管理する手法。

OSS
Open Source Software。ソースコードが公開され、定められた条件の下で

自由に使用・改変・配布できるソフトウェア。

PVU
Processor Value Unit。IBM のライセンスメトリクスの一つ。プロセッサの

種類・コア数に応じたポイントでライセンスを計算する。

RBAC
Role-Based Access Control。役割に基づいてシステムアクセス権を管理す

る手法。ゼロタッチ自動化の基盤となる。

RPO（復旧時点目

標）

Recovery Point Objective。障害発生時に許容できるデータ損失の最大時

間。ライセンス管理では最後のコンプライアンス確認からの許容時間。

RTO（復旧時間目

標）

Recovery Time Objective。障害・ライセンス失効から業務を再開するまで

の目標時間。本書の公式：RTO = T_detect + T_procure + T_activate。

SAM（ソフトウェ

ア資産管理）

Software Asset Management。ソフトウェアのライフサイクル全体を効果

的に管理し、コスト最適化・コンプライアンス確保を実現する実践。

SBOM
Software Bill of Materials（ソフトウェア部品表）。ソフトウェアを構成す

るすべてのコンポーネントのリスト。CycloneDX/SPDX形式が標準。

SCA（ソフトウェア

構成分析）

Software Composition Analysis。ソフトウェアに含まれる OSS コンポー

ネントとそのライセンスを自動検出・評価するツール・プロセス。

SLAM

Software License Agreement Management（ソフトウェアライセンス契

約管理）。本報告書の中心テーマ。ISO 19770/ITIL 4/ISO 20000 を統合し

た管理体系。

SMP（SaaS 管理

プラットフォーム）

SaaS Management Platform。SaaS サービスの利用状況・コスト・セキュ

リティを一元管理するツール。BetterCloud・Zylo・Toriiが代表例。

SSPL
Server Side Public License。MongoDBが策定したライセンス。SaaS と

して提供する場合に完全なソース公開を要求する点で GPLより制約が強い。
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SWID
Software Identification Tag（ISO/IEC 19770-2）。ソフトウェアに埋め

込まれる XML形式の識別タグ。自動インベントリ収集の精度を向上させる。

TCO（総所有コス

ト）

Total Cost of Ownership。ソフトウェアの取得・管理・リスク・機会損失

のすべてのコストを合算した真のコスト指標。本書の公式：TCO = C_acq 

+ C_mgmt + C_risk + C_oppty。

VMO（ベンダーマ

ネジメントオフィ

ス）

Vendor Management Office。ベンダーとの関係を戦略的に管理する専門

組織。ライセンス交渉・監査対応・True-up 管理を担う。

VPC（仮想プロセッ

サコア）

Virtual Processor Core。IBMが 2020 年以降に導入したライセンスメトリ

クス。仮想環境での物理コア割り当て数で計算する。
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